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第 1 章 はじめに 

鉛は，人類によって最も古くから利用されてきた金属の一つで，ほぼ 6000 年の歴史をも

つ。鉛は軟らかいため加工性がよく，表面が薄い酸化膜で覆われており溶出しにくいため，

さまざまな産業分野で用いられてきた。一方，鉛は生体に有害な金属であり，白粉による

仙痛や乳児の脳膜炎などの鉛中毒，鉱山作業従事者の鉛中毒などを引き起こしてきた。近

年では鉛水道管からの鉛の溶出問題や，鉛弾を使用する射撃場における土壌汚染やその周

辺地域における公共用水域汚染など各種の鉛汚染が存在しているが，大気，土壌，公共用

水域および労働環境等への規制により，環境中や生体中の鉛濃度は小さくなっている。し

かし，鉛は大気や土壌および公共用水のみならず，日常生活における様々な製品や食品に

含まれているため，これらを介してヒトに取り込まれる。またその半減期は長く，分解性

もほとんどないため蓄積されるため，ヒトに取り込まれた鉛がどのような影響を及ぼし，

そのリスクがどの程度か把握しなければならない。さらにヒトのみでなく，間接的にヒト

に影響を及ぼすと考えられる農作物や牧畜および地圏や水圏に棲息する様々な共存生物へ

の影響やリスクについても把握することが重要である。 

本研究では鉛の物質循環や環境中濃度等について把握し，それをもとにヒトや生態系へ

の曝露状況を把握すると共にそのリスクを算定し，わが国における鉛の詳細リスク評価書

を作成することを目的としている。 

 

1.1 物性 

 鉛の存在形態は金属鉛のほかに硫酸鉛や炭酸鉛などの無機化合物やアルキル鉛やエチル

鉛などの有機鉛などその形態はさまざまである。表 1-1 に金属鉛，無機化合物および有機鉛

の溶解度や沸点などさまざまな物性についてまとめたものを示す。金属鉛や無機化合物の

ではほとんど水には不溶であり，溶けてもごく微量である。 
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1.2 鉛に関する基準値 

 

鉛の週間許容摂取量(PTDI) 25 µg/kg 体重・週 (WHO, 1987) 

 JECFA（1986）では，妊婦と子供の鉛摂取量と血中鉛濃度あるいは曝露による鉛の蓄積

との関係について検討したところ，Ryu らや Ziegle ら(1978)の報告にあるように一日あた

り平均 3-4µg/kg・体重の鉛の摂取は血中鉛濃度の増加や曝露による蓄積が認められないこ

とが確認された。そこで，週間許容摂取量を（PTWI）25µg/kg 体重・週に設定し，妊婦や

子供以外についてもこの値を許容摂取量に定めている。 

 

WHO 飲料水中の鉛のガイドライン値 0.01 mg/l 

WHO(1987)による鉛の許容摂取量 25µg/kg 体重・週から，1 日の許容摂取量 TDI は

3.6µg/kg・day となる。鉛の健康影響は乳幼児期に特に影響を受けやすいので，体重 5kg

の乳幼児が 1 日 0.75l の飲料水を摂取するという仮定に基づき算出している。1 日当たり飲

料水から摂取する量 ID[µg/kg・day]は， 

ID＝CD×0.75/5=0.15CD[µg/kg・day]  

となる。ここに CDは飲料水中の鉛濃度[µg/l]である。WHO では TDI 値の 50％を飲料水に

割り振り，1 日当たりの飲料水からの鉛最大摂取量を 1.75µg/kg・day とし，式(1)から逆算

して CDを算出すると 

  CD＝1.75/0.15＝11.6[µg/l]=0.0116[mg/l] 

となり，ガイドライン値となっている。 

 

日本における水道水基準値 0.05mg/l → 将来的に WHO のガイドライン値 0.01mg/l 

 鉛の健康影響については，その摂取量と血中鉛濃度との関係が，Ryu ら（1983）により

報告されており，子供にとっての主要な摂取源は，水道水であると考えられていることか

ら，子供の血中濃度が健康に影響を及ぼさないレベルとなるよう，水道水の鉛の基準は設

定されるべきであるとしている。 

 最近のデータによると，米・英・豪・加などの子供の血中鉛濃度は，6-10µg/dl であるの

に対して，日本はスウェーデンと同レベルの 3µg/dl 程度と低い値になっている。これは，

大気，食品，ハウスダスト，ペイントなどからの鉛摂取量が諸外国と比べて少ないためで

ある。 

 健康影響を及ぼさないと考えられる子供の血中鉛濃度は，健康影響に関する知見の拡大

と共に，大幅に低くなってきており，例えば米国では 1970 年代以来過去 20 年間に 40µg/dl

から 30，25µg/dl へと低くなってきている。現時点で USEPA は 15µg/dl を 10µg/dl まで下

げることを検討している。そこで，安全性をみて日本における健康影響の血中鉛濃度レベ



 1-4

ルを 10µg/dl としている。 

 

水質汚濁に係わる環境基準 －人の健康の保護に関する環境基準（公害対策基本法） 

公共用水・地下水 (0.01mg/L) 

 水道水基準に基づき制定されている。 

 

健康に係わる有害物質についての排水基準（水質汚濁防止法） 

0.1mg/L 

おおむね公共用水域では 10 倍に希釈されることを前提として設定されている。 

 

土壌の汚染に係わる環境基準（公害対策基本法） 

溶出基準(0.01 mg/L) 

2mm のふるいを通過させた土壌を用い，溶媒として純粋に塩酸を加えて pH5.8-6.3 となる

ようにしたもので溶出試験を行う。溶出試験では重量体積比が 10％となるようにし，かつ，

その混合液が 500mL 以上となるようにする。調整した試料液を常温（おおむね 20°C）常

圧（おおむね 1 気圧）で振とう器を用いて毎分約 200 回転，振とう幅 4cm-5cm で 6 時間連

続して振とうする。上記の操作を行い得られた試料液を 10－30 分程度静置後，毎分約 3000

回転で 20 分間遠心分離した後の上澄み液を孔径 0.45µm のメンブランフィルターでろ過し

たものを検液とする。 

 

含有量基準（150mg/kg) 

 昭和 59 年度に環境庁が都市部の土壌を調査し，その含有量の対数正規分布から算出した

3σの値(600mg/kg)が含有量参考値として用いられていたが，平成 15 年 2 月に土壌汚染対

策法が施行され，鉛の含有量基準値 150mg/kg が定められた。 

 

食品用金属缶の規格 

鉛：0.4ppm（溶出条件記載あり） 

食品の pH が 5 より大きいものについては，溶媒として水を用い温度 60°C で 30 分間溶出

を行う。ただし，製品を 100°C 以上で使用するものについては溶出条件の温度を 90°C に

する。食品の pH が 5 以下については，溶媒を 0.5%のクエン酸とし温度 60°C で 30 分間溶

出を行う。 

 

食品容器具・容器包装用ガラス，陶磁器，ホーロー引きの規格 

鉛：2.5mg/L 以下（侵出条件等記載あり） 
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溶媒は 4%酢酸を用い室温・暗所で 24 時間溶出する。深さが 25mm 以下の平らな製品につ

いては 1cm2あたり 17µg を超えないこととする。また深さが 25mm 以上で容量が 1.1L よ

り小さい製品については 2.5mg/L 以下，容量が 1.1L 以上のものについては 5.0mg/L を超

えないこととしている。 

 

食品用器具（ほ乳分は除く）・容器包装用ゴムの規格（材質試験） 

鉛：100ppm 以下 

溶媒に 4％酢酸を用い製品 1cm2あたり 2mL の溶媒を用いる。温度は 60°C（100°C 以上の

高温で用いるものについては 90°C）とし，30 分間溶出する。 

 

ゴム製ほ乳瓶の規格（材質試験） 

鉛：10ppm 以下 

製品 1g あたり 20mL の 4％酢酸を用い 40°C で 24 時間溶出する。 

 

特別管理産業廃棄物－特定有害産業廃棄物(廃掃法) 

鉛またはその化合物の濃度 

 廃油，廃酸，廃アルカリ以外のもの（溶出値）：0.3mg/L を超える 

 廃酸，廃アルカリ（含有量）：1mg/L を超える 

 

海洋投入処分基準(廃掃法) 

0.01mg/L 

 

労働環境 

管理濃度（作業環境測定結果から当該単位作業場所の作業管理の良否を判断する際の管理

区分を決定するための指標） 

 鉛として 0.1mg/m3 

許容濃度（日本産業衛生学会の勧告，1996） 

 労働者が 1 日 8 時間，週 40 時間程度，肉体的に激しくない労働強度で有害物質に曝露さ

れる場合に，当該有害物質の平均曝露濃度がこの数値以下であればほとんど全ての労働者

に健康上の悪い影響がみられないと判断される濃度 

 鉛および鉛化合物（アルキル鉛化合物を除く）0.1mg/m3 2B（証拠が比較的に十分でな

い発ガン物質） 

 

生物学的許容値（日本産業衛生学会の勧告，1996） 
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 生物学的モニタリング値がその勧告値の範囲であれば，ほとんどすべての労働者に健康

上の悪い影響がみられないと判断される濃度 

 血液鉛 40µg/dl 

 血液プロトポルフィリン：200µg/100mL 赤血球または 80µg/100mL 血液（継続曝露 1 ヶ

月以降） 

 尿デルタアミノレブリン酸：5mg/L 

 

米国産業衛生専門家会議（ACGIH）の Threshold Limit Value(TLVs)と Biological Exposure 

Indices(BEIs)(1995-1996) 

 鉛，元素と無機化合物（Pb として）：0.05mg/m3, A3(動物発ガン性) 

 砒酸鉛（Pb3(AsO4)2として）：0.15 mg/m3 

 クロム酸鉛（Pb として）：0.05mg/m3, A2(人発ガン性の疑い) 

 鉛 血液鉛：30µg/dl（採取時期は特定しない） 

 

ばい煙を排出する施設に対する排出規制（大気汚染防止法） 

 鉛，鉛化合物：10－30mg/Nm3(施設の種類により異なる) 
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第２章 鉛の生産・使用・排出 

 

2.1 鉛の物質循環 

 現在，国内において鉛がどの程度輸入・採掘され，製錬を経て製品化されているか，ま

た流通・消費・廃棄およびリサイクルがどの程度行われているか把握するため，鉛のマテ

リアルフローについて検討した。鉛のマテリアルフローについては，井上ら(2002)が詳細に

調査・報告したものがある。この調査では，資源・原材料・部品段階：資源・原材料・部

品については，通産省資源統計年報および同省機械統計年報を使用している。また，部品

についての輸出・輸入量は関係者のヒアリングによりデータ収集している。製品段階：調

査対象製品に関する鉛のデータ収集は，主に関係者へのヒアリングを行い，情報を収集し

ている。製品における年間の鉛使用量は，各製品一個あたりの鉛含有量を調査し，これに

年間生産量を乗じて求めている。製品としての鉛が輸出入される量についても，同様に計

算を行っている。電化製品や自動車のような多くの部品から構成される製品については，

①製品に含まれる鉛が，どのような鉛使用部品から構成されているかを把握，②1 製品あた

りの鉛含有量を算出し，そして③製品ごとの年間鉛量を計算している。 

 図 2-1 に鉛のマテリアルフローを示す。わが国では平成 7 年度輸入鉱 50％，国内鉱およ

びスクラップ・その他が 50％精錬され，35.4 万 t の鉛地金（資源段階）が生産される。鉛

地金は次に電気鉛（原材料）に精錬され，国内 32.5 万 t，輸入を含めて 40.6 万 t が市場に

供給される。鉛地金の 71.7％が原材料（電気鉛）となり，原材料段階から部品に入ってく

る鉛量の 94.1%が実際の部品となっている。一方，部品段階から製品・販売段階に入って

くる鉛量の 95.7%は製品として利用されており，ほぼ全量の鉛を製品段階で押さえること

ができている。 

 表 2-1 に生活環境に入ってくる製品・販売段階における鉛量の内訳を示す。鉛蓄電池（バ

ッテリー・小型シール電池）が 55%，バッテリーを部品の一部として組み込んでいる自動

車が 22%，塩ビ製品が 7%である。電化製品の鉛量は全体の 7%であるがそのうちの 96%が，

テレビおよびデスクトップ型パソコンのブラウン管に含まれている。ガラス製品と塩ビ製

品の割合が高いことが注目される。 

 一方，廃製品から鉛がリサイクルされる場合は，回収段階で 20 万 t，リサイクルされた

量として 18.3 万 t となり，製品段階で使われている鉛の約 50%に達している。 

 図 2-1 のマテリアルフローにおいて，消費・滞留段階～滞留間のコンパートメントの鉛の

数値がほとんどなく，焼却コンパートメントの値があるにすぎない。その値は年ゴミ中の

鉛は 5 千 t/年，多くても 1 万 t/年で，この量が一般廃棄物の最終処分場に入ってくる。回収

鉛を除いた残りの 19 万 t の行き先は不明である。 

 表 2-2～表 2-4（(財）廃棄物研究財団，1993）を含む製品の含有量を調査した結果である。
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これらの製品は家庭から一般ゴミとして回収され，焼却施設等で焼却されるが，その焼却

過程において，排ガスから一般環境に排出され，また燃焼後の灰は埋め立て地へと運搬さ

れ処分されている。また乾電池等は通常リサイクルされるが，希に一般ゴミに混入してい

ることがあり，この場合多くの鉛が一般環境へ負荷される可能性がある。 
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表 2-1 製品鉛中の含有量(平成 7 年度) 

製品 含量（t） 割合％ 

 85880.2 22.68 

自動車 80153.5 21.17 
自
動
車 

自動二輪車 5726.7 1.51 

 17890.4 4.72 

冷蔵庫 28.5 0.01 

洗濯機 13.4 0.00 

ビデオ 188.2 0.05 

オーディオ 25.9 0.01 

テレビ 13076.9 3.45 

デスクトップパソコン 4380.1 1.16 

家
電
製
品 

電子レンジ 177.5 0.05 

 254656.3 67.25 

鉛蓄電池 199316.3 52.64 

鉛チューブ 422.0 0.11 

ガラス製品 37213.0 9.83 

電球 4928.5 1.30 

乾電池 4609.6 1.22 

大
量
含
有
製
品 

塗料 8167.0 2.16 

 20246.0 5.35 

給水管 395.0 0.10 

配水管 2196.0 0.58 

通気管 34.0 0.01 

陶磁器 919.0 0.24 

ゴム 379.0 0.10 

そ
の
他 

塩ビ製品 16323.0 4.31 

合計 378672.9 100 
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表 2-2(a) 日常的に排出される製品中の鉛濃度 その１ 
測定項目   Pb濃度 

[ppm 乾ベース] 

紙類 新聞紙  3.1

 書籍類  7.9

 使い捨て商品  6.9

 PRに使用された紙  4.7

 食料品関係の紙箱  6.8

 日用品関係の紙箱  10.2

 段ボール箱  11.5

 包装紙・紙袋  14.4

 その他の紙  9

プラスチッ

ク類 

食生活用品 非塩ビ混色 <2.3

 おもちゃ・スポーツ用品等 非塩ビ混色 9.2

 塩ビ混色 2.3

 その他の商品・使い捨て商品等 非塩ビ混色 47

 塩ビ混色 <2.3

 飲料水・食料品のプラボトル 塩ビその他色 22.5

 非塩ビ・黄・白色 19.7

 非塩ビその他色 6.1

 日用品のプラボトル 塩ビ・黄・白色 5.4

 塩ビその他色 11.7

 非塩ビ・黄・白色 8.5

 非塩ビその他色 <2.3

 食料品トレイ・パック・カップ（発泡製を除く） 塩ビその他色 3.8

 非塩ビ白色 4

 非塩ビ黄色 <2.3

 非塩ビその他色 25.8

 日用品トレイ・パック・カップ 塩ビその他色 21.6

 発砲トレイ・パック・カップ，梱包材 非塩ビ白色 5.4

 非塩ビ黄色 <2.3

 ラップ 塩ビその他色 8.7

 手下げプラ袋 非塩ビ白色 16

 非塩ビ黄色 54

 非塩ビその他色 8

 食品のがら入りプラ袋 非塩ビ混色 2.3

 食品の小・中・大袋 非塩ビその他色 39.9

 日用品の小・中・大袋 非塩ビ白色 10.1

 非塩ビその他色 35.2

 その他 非塩ビ混色 16.7
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表 2-2(b) 日常的に排出される製品中の鉛濃度 その２ 
 
繊維類   5.8

ゴム類   21

皮革類   140

ガラス類 食生活用品等  1.6

 蛍光管 直管  <1

       曲管  6

 電球  4.8

 ビン  <1

金属類 商品，使い捨てカイロ，その他の容器・包装材 2

 乾電池  1200

 飲料缶  <1

 食料品の缶詰  <1

 小箱・缶箱  <1

 スプレー缶  <1

 塗料缶  1200

 食料品の複合アルミ箔  13

草木類・木片類  19

陶磁器類   120

厨芥類   4.5

その他 その他不燃物  6

 その他可燃・準燃物  20

色彩具   <1
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表 2-3 表 2-2 の製品において少量・高濃度の鉛を含有する製品 

品

名 

  製品重量[g] 含有量[dry-ppm] 1個当たりの含有量[mg] 

マンガ

ン電池

単一 99.252 690 68.48 

  112.689 200 22.54 

 単二 50.978 780 39.76 

  54.296 250 13.57 

 単三 18.739 920 17.24 

  18.694 210 3.93 

  17.814 630 11.22 

アル 

カリ 

単三 22.975 13 0.299 

乾

電

池 

  22.93 <10 <0.299 

ニッカド電池  21.909 <10 <0.299 

リチウ

ム 

 1.076 <10 <0.011 

酸化銀  0.928 53 0.049 

アルカ

リ 

 1.521 29 0.044 

水銀  2.918 40 0.147 

ボタ

ン型

電池 

空気  1.674 160 0.268 

 



 2－8

表 2-4 色彩具中の鉛濃度 

品名  製品重量 [g] 含有量 [dry-ppm] 1個当たりの含有量[mg] 

クレヨン 黄色 5.332 13 0.067 

 白色 6.377 4.8 0.03 

 赤色 5.793 2.5 0.014 

水性 

絵の具 

黄色 27.261 <1 <0.017 

 白色 31.77 <1 <0.022 

 赤色 25.473 <1 <0.016 

油性 

絵の具 

黄色 57.207 <1 <0.043 

 白色 78.979 290 18.88 

 赤色 50.639 1.3 0.048 

油性マジック 赤色 43.032 <1 0.069 

 ふた 5.89 <1 <0.006 

 中味 11.654 5.9 0.069 

 黄色 43.203 <0.018 

 ふた 5.868 <1 <0.006 

 中味 11.851 <1 <0.012 

 黒色 43.059 <0.018 

 ふた 5.847 <1 <0.006 

 中味 11.824 <1 <0.012 

水性マジック 赤色 9.095 <0.005 

 ふた 1.734 <1 <0.002 

 中味 2.666 <1 <.003 

 黄色 8.953 0.126 

 ふた 1.722 38 0.065 

 中味 2.525 24 0.061 

 黒色 9.173 0.033 

 ふた 1.642 <1 <0.002 

 中味 2.8 0.031 
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2.2 化学物質排出移動届出制度（PRTR)に基づく鉛の移動・排出 

 平成 11 年７月に公布された特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促

進に関する法律（化学物質排出把握管理促進法又は化管法）に基づき，化学物質排出移動

量届出制度（いわゆるＰＲＴＲ）が導入された。ＰＲＴＲの導入により，相当広範な地域

の環境において継続して存すると認められ､人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若

しくは生育に支障を及ぼすおそれのある 354 種類の化学物質（第一種指定化学物質）につ

いて，事業者は環境への排出量や廃棄物に含まれての移動量の届出を行い，国はその集計

結果及び届出対象外の排出量推計値の集計結果を公表している。鉛については第一種指定

化学物質（政令番号 230）に指定されており，各都道府県の各業種より届出がなされている。 

表 2-5 に都道府県別の PRTR の集計結果を示す。都道府県別に見てみると秋田県の排出・

移動合計が全体の約 40％と最も多くなっている。排出量については，ほとんどが埋立（99%）

となっており，大気や公共用水域および土壌への排出はほとんどないと報告されている。

また，移動量についても廃棄物への移動がほとんどであり，下水道への移動はごくわずか

であった。表 2-6 に業種別による鉛排出・移動の推計結果を示すが，業種別の排出移動合計

量では，非鉄金属製造業が全体の 50%以上を占めていた。 
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第３章 一般環境中の鉛 

 

3.1 公共用水域 

わが国における公共用水域（河川，湖沼，海域）における鉛濃度は環境省で測定結果を

とりまとめている。鉛については健康項目に該当しており環境基準は 0.01mg/l 以下と定め

られており，平成 12 年度の調査では全 4762 地点における平均値は 0.002mg/l となってお

り， 8 地点（0.17％）で環境基準を超えていた。また，汚染の場所は全てが河川で湖沼お

よび海域ではほとんど全てが検出限界以下となっている。8 地点の環境基準超過地点にお

ける汚染原因は，休廃止鉱山廃水による原因が 3 カ所，自然由来のものが 3 カ所，事業場

排水によるものが 1 カ所および原因不明が 1 カ所となっており，その濃度の範囲は

0.019-0.094mgl となっていた。1995 年度－2000 年度の 6 年間における公共用水域の鉛濃

度平均値は 0.002-0.003mg/l とほぼ横ばいであった。現況では公共用水域における鉛濃度

は極めて少ないといえる。 

 

3.2 土壌環境中における鉛濃度 

 

一般環境中における土壌中鉛濃度(環境省，2001） 

 環境省では，昭和 60 年度に重金属の含有量調査を関東以西で実施しており，鉛やカド

ミウムなどその一部の物質については 3σ値を参考値としている。また，平成 11 年に補完

現地調査を行い，北海道，東北の主要都市である仙台，札幌，中国，四国を代表して広島

市，さらに日本海側を代表して新潟市を加えて表 3-1 に示す 10 都市で調査を実施してい

る。 



 3－2

 

 

表 3-1 補完現地調査による測定地点・測定数 

都市名 地点数 

札幌市 20 

仙台市 12 

新潟市 11 

東京都 53（区部 29，市部 24） 

川崎市 7 

横浜市 27 

名古屋市 18 

大阪市 14 

広島市 17 

福岡市 14 

合計 193 

 

 サンプリングでは鉛直方向については表層から 5cm までを対象として行い，水平方向に

ついては設定したメッシュ(3-5km)の交点付近を代表する試料を得るため，土地の利用状

況，土壌の性状を考慮し，一帯の数地点において土壌を採取，混合し，当該地点を代表す

る試料としている。市街地では土壌が露出している面積，形状が様々であるため，採取地

点は 3－5 カ所程度とし 5 地点混合方式に準じて試料としている。また，一般環境の土壌

中の重金属を評価するため，廃棄物処分場地や過去に廃棄物処分地であったことが明確な

地域，農耕地，採取地および周辺地域がアスファルトなどで舗装され，水の移動に障害が

ある場所，傾斜地などで土壌および土壌成分の著しい流出がある場所はサンプリング地点

から除外している。 

 測定項目としては水銀，カドミウム，鉛，砒素，セレン，ホウ素，フッ素の重金属，土

壌への重金属の吸着や溶出と関連のある全炭素や pH，土壌の化学性の基本的な指標とな

る電気伝導度（EC）などについて測定している。 

 表 3-2 は補完現地調査による各都市の土壌中鉛濃度の平均値，標準偏差などを示したも

のである。全体での土壌中の鉛濃度の平均値は 19.0mg/kg，標準偏差は 21.0mg/kg および

幾何平均(GM),幾何準偏差(GSD)はそれぞれ 13.2mg/kg，2.2mg/kg と算出された。東京都

および大阪市で全体の平均値より平均値が高くなっている。一方，昭和 60 年度の調査で

は幾何平均値 45.0，幾何標準偏差 2.4 となっており，土壌中の鉛濃度は低くなっていると
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いえる。 

図 3-1 に全体の土壌中鉛濃度の度数分布図，図 3-2 から図 3-11 に各都市における土壌中

鉛濃度の度数分布図を示す。一般に環境中の化学物質の分布は対数正規分布で表すことが

できるため，それぞれの分布を表 3-2 における幾何平均および幾何標準偏差値を用いて対

数正規分布としたものが図中の曲線である。図 3-1 より土壌中の鉛濃度の分布は対数正規

分布として考えることができるといえる。 

表 3-3 は土性別による鉛濃度の平均値などを示したものである。調査した土壌の土性は

SL(砂壌土)がもっとも多く，ついで L(壌土)，CL(埴壌土)となっている。本表より傾向と

しては土壌中の鉛濃度が高くなるほど全炭素量も高くなることが分かり，吸着やキレート

態として土壌中の炭素が関連していることがいえる。 

 

  

農用地における土壌中鉛濃度 

 前述した一般土壌環境中の鉛には農用地が含まれていない。しかし，農用地における重

金属類は作物などに吸収されるため，それを経て人への曝露源となる。特にコメのカドミ

ウム汚染は深刻な問題となっている。表 3-4 に日本土壌協会（1984）のデータを用い浅見

（2001）が作成した非汚染水田，畑，森林土壌の重金属濃度を示す。一般土壌環境中の幾

何平均値と比較すると若干濃度が高めであるが，測定した年代が古く前述した昭和 60 年

度の一般環境中の調査と比較すると低くなっており，農用地でも一般環境中の鉛濃度とそ

れほど変わらないものといえる。 
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表 3-2 補完現地調査による各都市の土壌中鉛濃度（mg/kg） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 一般環境における土壌中鉛濃度の度数分布図（全体） 

GM:13.2 GSD:2.2
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地域 検体数 最小値 中央値 最大値 平均値 標準偏差 幾何平均 幾何標準偏差
札幌 20 3.7 8.7 97.2 14.3 20.3 9.9 2.1
仙台 12 4.7 8.8 21.3 9.9 5.4 8.8 1.6
新潟 11 5.1 9.0 30.8 10.8 7.0 9.6 1.6
東京 53 4.1 19.1 141.0 32.5 29.8 23.6 2.2
川崎 7 4.2 13.8 34.6 16.0 9.5 13.6 1.9
横浜 27 1.6 8.4 30.9 9.4 6.7 7.4 2.1
名古屋 18 4.3 9.5 69.1 17.1 15.9 12.8 2.1
大阪 14 4.1 20.1 79.7 24.4 21.4 17.4 2.4
広島 17 6.4 8.4 27.0 11.0 6.1 9.8 1.6
福岡 14 5.7 13.8 36.3 15.7 8.2 14.0 1.6
全体 193 1.6 13.0 141.0 19.0 21.0 13.2 2.2
昭和60年度 150 6.3 42.3 324.0 45.0 2.4
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図 3-2 一般環境における土壌中鉛濃度の度数分布図（札幌
3－5
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図 3-3 一般環境における土壌中鉛濃度の度数分布図（仙台
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 図 3-5 一般環境における土壌中鉛濃度の度数分布図（東京
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図 3-8 一般環境における土壌中鉛濃度の度数分布図（名古屋市） 図 3-9 一般環境における土壌中鉛濃度の度数分布図（大阪市） 

図 3-10 一般環境における土壌中鉛濃度の度数分布図（広島市） 図 3-11 一般環境における土壌中鉛濃度の度数分布図（福岡市）
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表 3-3 土性別による土壌中鉛濃度[mg/kg] 

 

 

 

 

 
表 3-4 非汚染水田，畑，森林土壌の土壌中鉛濃度 

                                （幾何平均[mg/kg]） 

 

  

 

 
表層土：農地用ではおおむね 0-15cm，林地では 0-10cm 

下層土：地表下おおむね 30-60cm のうち主要な層位 15cm 

3.3 大気環境中の鉛濃度 

  

一般環境中における大気中鉛濃度 

 大気中の重金属については，国設大気測定網においてカドミウム，鉛，砒素，セレンな

どについて浮遊粒子状物質としての濃度が測定されている。そのうち鉛については有鉛ガ

ソリンの使用が規制された 1975 年以降は急激に大気中の濃度が減少している。例えば，

東京では 1977 年における年平均の大気中鉛濃度が 300 ng/m3 であったのが，1996 年 に

は 75ng/m3（環境庁大気保全局大気規制課監修，1992-1996）というようにここ 20 年で 4

分の 1 に，北九州市でも 1972-74 における年平均 150 ng/m3 が 1984-86 では年平均 50 

ng/m3と約 10 年で 3 分の 1 まで減少している(今泉ら，1996)。一方，ここ数年は横ばいと

なっている。表 3-5に 1992年から 1996年における浮遊粒子状物質中の平均鉛濃度を示す。

表に示すように 1992 年から 1996 年までの 5 年間の大気中鉛濃度の平均値は 73 ng/m3と

なっている。この値は工業地帯や比較的人口密集地帯のものであるが，そうでない地域で

はもっと低い値になっている。例えば熊本県が調査した報告では，一般環境と沿道におけ

る浮遊粒子状物質中の鉛濃度の平均値はそれぞれ 20.8 ng/m3および 30.0 ng/m3となって

おり主要 4 都市の濃度と比較すると極めて小さいものとなっている。 

 一般大気環境中における鉛の主要な発生源としては，1980 年以前は主に自動車であった

が，現在はゴミ焼却場からの排出や中国大陸からの移動によるものが挙げられる。坂田ら

(2000)は大気中の鉛同位対比を測定し，鉛同位対比は鉛のどの変動や調査時期に関係なく

水田土壌 畑土壌 森林土壌 全体
検体数 231 166 236 633
表層土 19.9 14.8 16.4 17.1
下層土 15.9 13.3 14.0 14.5

土性 検体数 最小値 中央値 最大値 平均値 標準偏差 幾何平均 幾何標準偏差 全炭素（幾何平均％）
HC（重埴土） 3 7.8 14.5 21.1 14.5 6.7 13.4 1.7 3.2
CL（埴壌土） 37 4.2 14.2 130.0 24.4 25.8 17.2 2.2 2.7
SL（砂壌土） 77 1.6 8.7 141.0 16.4 22.5 10.6 2.3 0.9
L（壌土） 40 41 15.9 81.3 19.7 17.7 15.1 2.0 1.2
SiL（シルト質壌土） 18 6.8 26.8 69.1 27.3 16.6 23.0 1.8 3.6
S(砂土） 18 2.5 7.6 26.7 9.9 6.0 8.6 1.8 0.3



 3－8

ほぼ一定であり，その変動は繰り返し測定の誤差と同程度にすぎないことを明らかにした。

また，その同位対比はゴミ焼却フライアッシュの鉛同位対比と一致しており大気中の鉛は

ほぼ全量がゴミ焼却起源であるとしている。 

 

表 3-5 国設大気測定網における浮遊粒子状物質中の年平均鉛濃度[ng/m3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市 1992 1993 1994 1995 1996 5年間平均4地点5年間平均値
東京 76 66 68 84 81 75
川崎 90 80 85 87 81 85
名古屋 48 55 54 57 70 57
大阪 70 75 74 73 77 74

73



 3－9

3.5 食品中の鉛 

 鉛の曝露源としてもっとも割合が大きいのは食品からの摂食である。データは少ないも

ののいくつかの食品についてはその鉛含有量が調査されており，食品衛生化学物質データ

ブックに含有量が記載されている。表 3-8 に内山（1982）が全国の県衛生研究所および国

立衛生試験場において 1971－1980 年の 10 年間に分析された各種の食品汚染物質のデー

タのうち，鉛についてとりまとめたものを示す。魚類や貝類，海草類の鉛含有量が大きく

なっている。魚介類については 1989－1994 年までの 6 年間に広島市衛生研究所において

測定したデータがあり，その結果を表 3-9 に示す。この測定では全 109 検体のうち検出さ

れたのはわずか 7 検体(6.4%)で，魚類ではその含有量は低いものとなっている。一方，貝

類では含有量が多く平均値は 0.26mg/kg-wt である。内山の結果と比較すると貝類では同

様の結果となっているものの，魚類については一桁値が少なくなっている。 

 日本人の主食である米類については Zhang ら(1996)がアジア 10 カ国とその他の地域 7

カ国より採取した米 1528検体について鉛の分析を行っている。その結果を表 3-10に示す。

明らかに他地域と比較し鉛の含有量が少ないのはオーストラリアの 2.07µg/kg で，それに

続きアメリカ(3.41µg/kg)，日本(5.06µg/kg)，イタリア(6.97µg/kg)となっていた。それに対

し含有量が高いのはスペインの 58.31µg/kg でそれに続いてインドネシア(39.07µg/kg)，フ

ィリピン(37.60µg/kg)，フランス(26.81µg/kg)となっていた。また，日本産米の鉛含有量に

ついて産地別にまとめたものを表 3-11 に示す。表より北陸産米が 8.13µg/kg と最も高い値

を示した。これは，中国大陸からの黄砂の影響や神通川や阿賀野川流域における土壌中の

鉛濃度が高いためにこのような結果になったのではないかと推測される。一方，関東産米

や沖縄産米については鉛含有量が低くなっている。 

犬山ら(1995)はマーケットバスケット法により 14 食品群について 1 日鉛摂取量を測定

している。この報告では購入した 85 分類，102 種目の食品について分別，調理しそれぞ

れ群ごとに均一に混合して分析を行っている。表 3-12 に平成 7 年度における調査結果を

示す。各群における食品中鉛濃度の範囲は ND-0.08 ppm となっている。日本人の主食で

ある米類ではその濃度が 0.01ppm であり，内山ら(1982)の報告よりも少ない値となってい

る。 

 

3.6 飲料水（水道水）中の鉛 

 

飲料水中の中の鉛は自然界から溶け込んだ鉛がわずかに存在することもあるが，鉛の汚

染源は主として給水管に使用されている，鉛管，ハンダ，継ぎ手，銅合金の給水器具，そ

の他鉛を含有している配管材料などからの溶出によるものが多い。わが国では鉛管は管内

に錆が発生せず，可とう性，柔軟性に富み，加工・修繕が容易であるという特性のため，
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創設期から近年に至るまで，給水管用として使用してきた。一方，近年鉛管からの鉛溶出

が社会的な問題となってきたため，厚生省では 1989 年 6 月に「給水管に係わる衛生対策

について」を通知した。この概要は， 

①新設の給水管には鉛溶出のない管を使用すること 

②現在布設されている鉛管について，配水管の更新を行う場合等には，それに付随する鉛

管を鉛溶出のないものに布設替の努力をすること 

③pH の低い水道は，その改善に努めること 

④鉛溶出が問題となる開栓初期の水は，引用以外に用いることが望ましく，その旨の広報

活動を行うこと 

の 4 点である。 

 その後，WHO の飲料水水質ガイドラインの改正の動きや，近年の科学的知見の向上な

どを背景に，厚生省は，1992 年 12 月に水道水基準の全面的な改正を行った。この改正で

鉛については従来の 0.1mg/l から 0.05g/mL に基準が強化された。 

 この新しい水道水基準は 1993 年 12 月から施行され，水道事業体は，その供給する水道

水中の鉛についてこの基準を遵守する義務があり，鉛濃度の低減化対策の実施が強く求め

られている。 

 また，基準改正と同時期に厚生省は，水質基準改正に係わる通知を出し，「概ね 10 年後

の鉛の基準の長期目標を 0.01mg/l とすること」としており，2003（平成 15 年）を目途に

鉛基準の再強化が行われる見通しとなっている。 

 一方，水道事業体においては，厚生省の通知や，水質基準改正内容などを受けて，鉛給

水管の取り替えや pH 調整，広報活動等の対策をすすめている。しかし，1999 年の調査に

よれば，わが国においては未だ延長 27000km を超える膨大な鉛配水管が残存している状

況である。 

 

原水・浄水中の鉛 

 表 3-13－17 に 1995 年度から 1999 年度における全国の原水および浄水中の鉛濃度の分

布を示す(（社）日本水道協会，1997-2001）。1995 年度において全地点のデータで鉛濃度

の最高値が現行の基準である 0.05mg/l を超えた地点は原水で 4 地点，浄水で 1 地点であ

るのに対し，1999 年度では基準を超えた地点はなかったことから，明らかに原水および浄

水中に存在する鉛の量は減少傾向にあるといえる。また，ＷＨＯガイドラインである

0.01mg/l を超える地点は，1995 年度では原水で 50 地点（1.0%），浄水で 57 地点（1.1%），

1996 年度では原水で 27 地点(0.5%)，浄水で 32 地点(0.6%)，1997 年度では原水で 23 地

点(0.4%)，浄水で 34 地点(0.6%)というように減少傾向にあったが，1998 年度では原水で

23 地点（0.4%），浄水で 41 地点(0.7%)，1999 年度では原水で 31 地点(0.6%)，浄水で 46
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地点(0.8%)というようにここ 2，3 年は増加傾向にある。さらに，1995 年度では表流水に

おいて 0.01mg/l を超える比率(原水 2.5%)が高かったものの，1996 年度以降はダム・湖沼

水においてその比率(1996 年 2.6%，1997 年 2.6%，1998 年 3.0%，1999 年 2.5%)が高くな

っている。しかし，ダム・湖沼水において 0.01mg/l を超えるのは浄水であり，原水におい

てはそれほどその濃度を超えていないことから，浄水装置や配管に問題があるものと考え

られる。 

 

水道水中の鉛 

 原水・浄水を経た後，一般家庭の水道に供給される水道水については朝一番に使用する

水とその後の水道水とで鉛濃度に変化があることが知られている。厚生省給水管衛生問題

検討会（1989）では，全国 544 カ所の給水栓について滞留水および流水の鉛濃度を測定し

ている。図 3-12 に滞留水の鉛濃度分布を示す。滞留時間が明確なものは 439 カ所で滞留

時間も 1 時間未満から 48 時間までとバラツキがあり，pH 値は 6.5-7.8 の範囲であった。

この調査結果では 0.01mg/l 以下であったものが 345 カ所(63.4%)であり，残りの 109 カ所

については 0.01mg/l 以上であった。また，0.05mg/l を超えたものは 33 カ所(6.1%)であり，

0.1mg/l 以上のものは 11 カ所（2%）となっていた。 また，pH 値との関連性についても

調査している。水の pH 値を①6.9 未満，②6.9 以上 7.1 未満，③7.1 以上の 3 つに区分し

て，鉛濃度を調査したところ，鉛濃度が 0.05mg/lを超えたものは①9.0%，②6.3%，③2.5%，

0.1mg/l を超えたものは①3.0%，②3.6%，③0%であり，pH 値が低いほど高濃度の鉛が溶

出される傾向にあった。一方，流水の鉛濃度分布を図 3-13 に示すが，0.01mg/l 以下であ

ったものが 506カ所と全体の 93.0%を占めており 0.05mg/lを超えたものは 2カ所（0.4%），

0.1mg/l を超えたものは 0 カ所というように，滞留水に比べると明らかに鉛濃度は小さく

なっている。 

 上口ら（1988）は大阪市の 145 給水栓について冬季と夏季それぞれ初流水と流水とで鉛

濃度を測定している。その結果を図 3-14 に示す。冬季における初流水では 0.01mg/l 以下

の給水栓が 73 カ所(50.3%)となり約半分が 0.01mg/l を超えていた。0.05mg/l を超えたも

のは 9 カ所(6.2%)となっており，0.1mg/l を超過した給水栓は 2 カ所(1.4%)であった。流

水については 0.01mg/l を超えた給水栓は 27 カ所（18.6%），0.05mg/l を超過した給水栓

は 1 カ所と明らかに初流水の方鉛濃度が大きくなっている。また，夏季に調査した 80 地

点ついては初流水では 0.01mg/l 以下の給水栓が 41 カ所(51.3%)となり約半分が 0.01mg/l

を超えていた。0.05mg/l を超えたものは 9 カ所(5.0%)となっており，0.1mg/l を超過した

給水栓は 1 カ所(1.3%)であった。流水については 0.01mg/l を超えた給水栓は 18 カ所

（22.5%），0.05mg/l を超過した給水栓は 0 カ所と明らかに初流水の方鉛濃度が大きくな

っている。この調査では夏季と冬季による差がほとんど認められていない。 



 3－12

 小椋（1998a,b）は茅ヶ崎市の 75 カ所の給水栓について水道水中の鉛を測定している。

この調査では①集合住宅，②戸建住宅（築 20 年未満），③戸建住宅（築 20 年以上）の 3

つの区分に分類し測定を行っている。表 3-19 にその測定結果を示す。どの場合においても

初流水の鉛濃度が流水のそれよりも高くなっている。①，②，③を比較すると①では受水

槽や高置水層が使用されているため水層までの配管が口径 50－60 程度の呼び径の大口径

管を用い，細い鉛管を使うケースが少ないため鉛濃度が小さくなっていると考えられる。

一方，戸建住宅では築 20 年以上の水道水中の鉛濃度が高くなっており，鉛管やハンダな

どの老朽化により溶出しやすい状態になっているものと思われる。図 3-15 に茅ヶ崎市の調

査における全体の鉛濃度分布を示す。初流水では 0.01mg/l を超過するものが 16.0%占めて

いたが 0.05mg/l を超過するものはなかった。一方，流水においては 0.01mg/l を超過する

ものが 8.0%占めており初流水と比較すると鉛濃度は小さい。 

 東京都水道局(2001)では H13.6～7 までの期間，鉛給水管使用延長を①1ｍ以下，②1ｍ

を超え 3ｍ以下，③3ｍを超え 6ｍ以下，④6ｍを超える，の 4 つに区分して鉛濃度の測定

を行っている。配水管から蛇口までの間に一部でも鉛製給水管が使われている件数は，約

169 万件であり，そのうちメータから蛇口までの間に鉛製給水管が使われている件数は，

約 102 万件であった。表 3-19 に東京都水道局の測定結果を示す。初流水では使用延長 1

ｍ以下の給水千からも 13％が 0.01mg/l を超えており，使用延長が長くなるほどその比率

が多くなってくる。また，使用延長6ｍを超えるグループで８％が0.05mg/lを超えている。

流水では，使用延長が 3m 以下であれば水道水中の鉛は 0.01mg/l を超えないものの，使用

延長が長くなると 0.01mg/l 以上の濃度が検出される比率が多くなってくる。 
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表 3-8 食品中に含まれる鉛 mg/kg(現物) 

 
食品 n 50%値 90%値 最大値 算術平均値
玄米 626 0.077 0.317 0.858 0.133
白米 376 0.088 0.197 0.439 0.108
ジャガイモ 491 0.059 0.202 0.554 0.097
かんきつ類 432 0.153 0.445 1.228 0.227
リンゴ 349 0.053 0.222 0.710 0.092
イチゴ 268 0.065 0.157 0.304 0.078
ニンジン 189 0.047 0.109 0.237 0.058
ホウレンソウ 525 0.121 0.489 0.966 0.194
ダイコン 231 0.036 0.155 0.364 0.067
トマト 402 0.048 0.204 0.399 0.083
キャベツ 208 0.049 0.143 0.259 0.067
キュウリ 680 0.054 0.291 0.545 0.101
海草類 173 0.274 0.802 1.337 0.383
カレイ・ヒラメ 308 0.178 0.399 0.884 0.219
アジ 301 0.155 0.399 0.661 0.195
イワシ 279 0.245 0.543 1.246 0.286
イカ 196 0.183 0.536 1.561 0.282
アサリ 452 0.306 0.637 1.384 0.359
カキ 272 0.258 0.498 1.338 0.312
豚肉 115 0.059 0.295 0.614 0.134
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表 3-9 魚介類中の鉛濃度 [mg/kg 湿潤重量]

種類 検体名 検体数 濃度範囲 平均値
アカウオ 1 ND
アジ 8 ND-0.05 <0.05
アナゴ 1 ND
イサキ 1 ND
イシダイ 1 ND
イワシ 3 ND-0.08 0.05
ウマズラハギ 11 ND-0.06 <0.05
エソ 1 ND
カツオ 1 ND
カレイ 1 ND
グチ 3 ND
クロダイ 3 ND
コイ 1 ND
コノシロ 1 ND
サバ 1 ND
サワラ 1 ND
スズキ 5 ND
タイ 21 ND
ニベ 1 ND
ハマチ 21 ND-0.06 <0.05
ヒラメ 6 ND
ボラ 2 ND
マグロ 1 ND
メジナ 1 ND
メバル 8 ND
ワカサギ 1 ND
小計 106 ND-0.05 <0.05
エビ 9 ND
ロブスター 1
カニ 1
小計 11
アゲマキガイ 1 0.15 0.15
イガイ 1 0.78 0.78
サザエ 1
ホタテガイ 1 0.07 0.07
ムラサキインコガイ 1 ND
小計 5 ND-0.78 0.26
合計 122 ND-0.78 <0.05

魚
類

甲
殻
類

貝
類
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表 3-10 世界の米に含まれる鉛量        表 3-11 産地別の米中鉛濃度 

地域　原産国 平均値[ug/kg] 標準偏差 検体数
アジア
オーストラリア 2.07 1.37 8
中国 22.17 2.31 215
台湾 10.84 3.18 104
インドネシア 39.07 2.26 24
日本 5.06 2.64 488
韓国 7.95 1.79 172
タイ 8.75 2.28 13
マレーシア 9.31 2.61 97
フィリピン 37.60 2.71 26
ベトナム 7.25 1
その他の地域
カナダ 10.98 3.28 4
コロンビア 8.09 2.80 22
フィンランド 1.60 2
フランス 26.81 4.97 5
イタリア 6.97 3.28 15
スペイン 58.31 2.76 3
アメリカ 3.41 4.03 29

産地 平均値[ug/kg] 標準偏差 検体数
北陸 8.13 2.66 127
関西 5.61 3.09 114
九州 5.5 2.74 116
中国 4.88 2.77 53
東北 4.85 2.45 215
北海道 4.54 2.13 44
四国 3.92 2.29 23
関東 2.8 1.57 48
沖縄 2.71 1.71 48
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表 3-12 食品群別の鉛摂取量

食品群 食品NO 食品名 1日摂取量g 分別g 調理 調理後重量 備考鉛濃度ppm 1日鉛摂取量μg/day 成分比％
2 精白米 190 570 ○ 1434.5
3 ビーフン 4.6 13.8 ○ 52.13

小計 194.6 583.8 1486.63 +精製水1167.6g
4 米状麦 0.3 3 ○ 13.68
5 中力粉麦粉 7.6 76 ○ 128.65
6 食パン 35.6 356 ○ 319.01
7 ジャムパン 7.7 77 77
8 ゆでそば 27.3 273 ○ 319.07
9 スパゲッティー 4.5 45 ○ 120.57

10 ラーメン 3.3 33 ○ 108.77
11 ポップコーン 1.6 16 16
12 バターピーナツ 1.3 13 13
13 さつまいも 10.7 107 ○ 102.29
14 じゃがいも 27.1 271 ○ 197.9
15 さといも 9.2 92 ○ 88.94
16 ポテトチップス 15.3 153 153

小計 151.5 1515 1657.88 +精製水1515g
17 三温糖 10.3 309 309
18 イチゴジャム 1.1 33 33
19 キャンデー 0.4 12 12
20 焼きせんべい 1.3 39 39
21 カステラ 2.5 75 75
22 クラッカー 3.6 108 108
23 かしわもち 117 117
23 どらやき 117 117
23 らくがん 117 117

小計 30.9 927 927 +精製水927g
24 バター 0.5 25 25
25 マーガリン 2 100 100
26 ごま油 10.1 505 505
27 牛脂 0.1 5 5
28 ドレッシング 5.2 260 260

小計 17.9 895 895
29 みそ 12.5 250 250
30 木綿豆腐 43.9 878 878
31 あぶらあげ 7.6 152 ○ 145.28
32 納豆 4.3 86 86
33 インゲン豆 3 60 60

小計 71.3 1426 1419.28 +精製水713g
34 ハウスミカン 32.5 325 325
35 りんご 31.3 313 313
36 ばなな 7 70 70
37 イチゴジャム 0.3 3 3
38 プラム 144 144
38 ぶどう 144 144
38 メロン 144 144
39 ミカンジュース 9.4 94 94

小計 123.7 1237 1237
40 にんじん 16.6 332 ○ 327.01
41 ほうれんそう 18.2 364 ○ 270.49
42 ピーマン 4.1 82 ○ 64.84
43 トマト 10.1 202 202
44 こまつな 185 ○ 154.11
44 かぼちゃ 185 ○ 176.02
44 さやいんげん 186 ○ 184.96

小計 76.8 1536 1379.43 +精製水768g

8.9

1.2

0.4

3.2

2.2

0.03

nd

0.02

0.01

nd

0.02

0.02

10日分

10日分

30日分

50日分

20日分

I

II

III

IV

V

VI

VII

11.7

43.2
10日分

20日分27.8

27.1%

3.6%

1.2%

9.7%

6.7%
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表 3-12 つづき

45 大根 36.6 369 369
46 たまねぎ 26.4 264 ○ 231.23
47 キャベツ 19.2 192 192
48 キュウリ 11.9 119 119
49 はくさい 29.5 295 ○ 253.63
50 ごぼう 108 ○ 65.22
50 もやし 108 ○ 80.85
50 なす 108 ○ 76.63
51 白菜漬け物 5.4 54 54
52 奈良漬け 7.9 79 79
53 生椎茸 12.7 127 ○ 93.95
54 もずく 24 24
54 ところてん 24 24

小計 186.8 1871 1662.51 +精製水935.5g
55 淡口しょうゆ 21.2 212 212
56 トンカツソース 4.3 43 43
57 塩 2 20 20
58 めんつゆ 66 66
58 焼き肉たれ 66 66
59 日本酒 24.2 242 242
60 黒ビール 49.4 494 494
61 ウイスキー 6.9 69 69
62 コーヒー 510 510
62 新茶 20 ○ 1037.5

小計 174.2 1742 2759.5
63 マス 1.5 15 ○ 13.48
64 カツオ 5.4 54 ○ 49.56
65 アマダイ 11.9 119 ○ 94.98
66 マアジ 13.4 134 134
67 イサキ 49 49
67 スズキ 49 ○ 35.2
67 トビウオ 49 ○ 35.67
68 タコ 19 190 ○ 121.11
69 サザエ 4.7 47 47
70 塩鮭 6.9 69 ○ 56.07
71 干しアジ 6.6 66 ○ 57.46
72 鰹油漬け缶詰 1.5 15 15
73 ワカサギ飴煮 0.1 1 1
74 ちくわ 12.3 123 123
75 魚肉ソーセージ 0.9 9 9

小計 98.9 989 841.53 +精製水989g
76 牛肉もも 27.3 273 ○ 226.59
77 豚肉ロース 20.8 208 ○ 151.23
78 鶏肉もも 20.1 201 ○ 138.61
79 クジラ 0
80 マトン 1.3 13 ○ 9.48
81 ロースハム 9.5 95 95
82 鶏卵 47.2 472 ○ 443.56

小計 126.2 1262 1064.47 +精製水1262g
83 牛乳 122.6 2452 2452
84 プロセスチーズ 1.6 32 32
85 八雲ヨーグルト 8.7 174 174

小計 132.9 2658 2658
86 カレールー 510 510
86 ハヤシルー 510 510

小計 5.1 1020 1020 +精製水1020g
XIV 87 水道水 600 600 1日分 nd

1390.8 17662 19008.23 32.9 100.0%

0.8

合計

5.5

5.5

nd

0.08

20日分

200日分

5.20.02

0.02

0.03

nd

10日分

10日分

10日分

10日分

XIII

IX

X

XI

XII

14.7

5.1

VIII
32.4

4.8

53

13.2

15.8%

2.4%

16.7%

16.7%
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図 3-12 水道水中の鉛濃度分布 初流水（厚生省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-13 水道水中の鉛濃度分布 流水（厚生省） 

厚生省　流水

N=544 GM:0.006 GSD:1.1
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図 3-14 水道水中鉛濃度の分布 （大阪市） 

 

大阪市　夏季　初流水
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図 3-15 水道水中の鉛濃度分布 （茅ヶ崎市）

茅ヶ崎市　初流水

N=75 GM：0.0035　GSD:2.9
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3.7 鉛曝露を受けていない日本人の血中鉛濃度 

 日本人の血中鉛濃度は，減少傾向にある。これは，自動車ガソリンへアンチノック剤と

してアルキル鉛を添加することが規制（1971）され，さらには無鉛化（1975）されること

により大気中の浮遊物質中の鉛濃度が激減したためである。瀬戸ら（1996）の報告では 1970

年代における東京都民の血中鉛濃度の推移について報告している。表3-20と図3-16に1970

－1980 年における東京都民の血中鉛濃度の平均値および標準偏差を示す。本表からも分か

るとおり，近年になるほど血中鉛濃度が小さくなってきており，1970 年と 1980 年とを比

較するとその血中鉛濃度の値は約 1/2 となっている。 

 これまで報告された血中鉛濃度について Horiguchi（1990）および原田（1990）の総説

などを参照して表 3-21 にまとめた。各文献により測定方法が異なっているため単純に比較

はできないが，表より男子の場合 1970 年代の血中鉛濃度は 10µg/dl 程度と比較的高くなっ

ている。一方，1980 年以降は少しずつ減少傾向を示しておりおよそ 3-5µg/dl の血中鉛濃度

となっている。これは，前述したように大気中の鉛濃度が有鉛ガソリンの規制により激減

したためである。また女子の場合は男子と比較すると 1970 年代では 1 割程度低い値となっ

ているものの，1980 年以降ではそれほど男女間に差異が認められなかった。なお，血中鉛

濃度の測定法としては1984年以前の報告では5-10mlの血液を灰化下後，溶媒抽出を行い，

原子吸光分析（ポーラログラフ分析）して得たものが多い。一方，1986 年以降はフレーム

レス原子吸光分析法により得たものが多く，両者を比較すると明らかに前者の値が若干高

くなる傾向にある。 

1985 年以降に報告された値として牧野ら（1996）は 1992 年の 1 月から 12 月までの 1

年間に中央労働災害防止協会労働衛生センター，同大阪労働衛生総合センターにおいて鉛

健康診断を受診した 3634 人の血中鉛濃度を測定している。その結果血中鉛濃度は対数正規

分布を示しその幾何平均値および幾何標準偏差は 6.7±2.8µg/dl であり中央値 5.2µg/dl（範

囲：0.9-132.8µg/dl）と報告している。分布区分別では 20µg/dl 以下 2949 人，20µg/dl を超

え 40µg/dl 以下 441 人，それ以上 246 人であった。Morita ら(1996)は，男子 105 検体，女

子 36 検体について男子で範囲 1.8-6.9µg/dl，平均値 3.9µg/dl，標準偏差 1.2µg/dl，幾何平

均 3.7µg/dl，幾何標準偏差 1.4µg/dl および女子で範囲 1.1-4.3µg/dl，平均値 2.4µg/dl，標準

偏差 0.7µg/dl，幾何平均 1.3µg/dl，幾何標準偏差µg/dl と報告しており，その内訳は 41 人の

電気機械工場労働者，63 人の運転手，33 人のバスガイドおよび 3 人の事務員であった。須

那らは成人(35-59 歳)109 検体，高校生(17-18 歳)46 検体および鉛作業者(19-34 歳)22 検体

について血中鉛濃度を測定し，成人，高校生および鉛作業者の血中鉛濃度の平均および標

準偏差がそれぞれ 4.78±1.69µg/dl, 5.08±1.39µg/dl および 6.02±2.93µg/dl であったと報告し

ている。品川ら（1992）は，男子 191 名，女子 142 名の鉛を扱わない労働者の血中鉛濃度

を測定したところ，男子でその範囲は 1-12µg/dl，中央値 4µg/dl，平均値 4.4µg/dl および標
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準偏差 1.9µg/dl および女子でその範囲は 1-10µg/dl，中央値 4µg/dl，平均値 4.1µg/dl および

標準偏差 1.7µg/dl であったと報告している。大原ら(1984,1989)は男子 347 検体および女子

466 検体について測定し，男子で平均値 5.16µg/dl，標準偏差 1.89µg/dl,幾何平均値 4.85µg/dl

および女子で平均値 4.21µg/dl，標準偏差 1.64µg/dl と報告している。 

渡辺ら(1988)は男子 153 検体および女子 118 検体についてその幾何平均値がそれぞれ

4.44µg/dl および 3.46µg/dl，幾何標準偏差がそれぞれ 1.44µg/dl および 1.51µg/dl と報告し

ている。さらに Watanabe ら(1985)は農業に従事する人の血液サンプル 2583 検体（冬季：

男子 779，女子 1299 夏季：男子 222，女子 283）について血中鉛濃度を測定している。

この報告書では季節による血中鉛濃度の変動および飲酒や喫煙の影響についても検討して

おり，飲酒や喫煙により血中鉛濃度が大きくなることと，季節変動による血中鉛濃度に優

位な差がないと述べている。Kaji ら（1997）は小児科の 1 才から 15 才までの子供（男子

106 人，女子 82 人）188 検体について血中鉛濃度を測定している。全体でみると血中鉛濃

度の平均値は 3.16µg/dl，標準偏差 1.34µg/dl であり，その範囲は 0.80µg/dl－9.51µg/dl で

あった。一方，男子と女子の平均値および標準偏差は男子で 3.17±1.34µg/dl，女子で 3.14

±1.69µg/dl と特に優位な差は認められなかった。また，両親の喫煙による影響についても

検討しており，親が子供のいるところで喫煙するグループでは明らかにそうでないグルー

プよりも血中鉛濃度が高くなると報告している。 
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年 検体数 年齢 平均 標準偏差
1970 790 2-83 10.9 5.9
1971 808 6-89 9.7 5.3
1972 834 18-77 10.1 4.2
1973 194 11-80 8.0 3.2
1974 256 6-77 7.9 4.2
1975 303 12-15 7.9 2.8
1976 262 10-18 8.0 3.1
1977 405 7-18 6.0 2.0
1978 373 7-14 6.4 2.1
1979 395 5-60 7.0 2.2
1980 392 6-18 5.6 2.0

1970-1980年における血中鉛濃度
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表 3-20 1970-1980 年における日本人の血中鉛濃度[µg/dl] 

図 3-16 1970-1980 年における日本人の血中鉛濃度変化 



 3－28

表 3-21 日本人男性の血中鉛濃度(1970-1997 年)[µg/dl] 

 

 報告者 報告年 Mean SD GM GSD 検体数 

日向ら 1970 11.9 112 

関ら 1971 17 823 

東京都衛生局 1971 15 1645 

斉藤ら 1973 10 203 

荒記ら 1973 12 21 

石津 1973 16 27 

児玉ら 1974 11 28 

桜井ら 1974 14 76 

友国 1983 9 165 

荒記ら 1984 10 46 

中明ら 1984 5 115 

Watanabeら 1985 4.81 1.51 779 

大原ら 1986 5.16 1.89 347 

渡辺ら 1988 4.44 1.44 153 

品川ら 1992 4.40 1.90 191 

那須ら 1994 4.78 1.69 109 

Moritaら 1996 3.90 1.20 3.70 1.40 105 

Kajiら 1997 3.17 1.34 106 
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表 3-21 日本人女性の血中鉛濃度(1970-1997 年)[µg/dl] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

報告者 報告年 Mean SD GM GSD 検体数 

日向ら 1970 8 95 

関ら 1971 12 318 

東京都衛生局 1971 11 1724 

荒記ら 1973 7 18 

石津 1973 9 43 

児玉ら 1974 9 27 

友国 1983 8 156 

荒記ら 1984 9 11 

中明ら 1984 3 426 

Watanabeら 1985 3.21 1.50 1229 

大原ら 1986 4.21 1.64 466 

渡辺ら 1988 3.46 1.51 118 

品川ら 1992 4.10 1.70 142 

Moritaら 1996 2.40 0.70 2.30 1.30 36 

Kajiら 1997 3.14 1.69 82 
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第４章 日本人の鉛曝露の現状 

 

 一般環境において日本人がどの程度鉛の曝露を受けているか検討した。一般的に鉛は呼

吸による経気道および食物などの摂食による経口で人体に取り込まれる。一方，皮膚接触

による曝露については，Lilley ら（1988）が，汗を通じての鉛の皮膚吸収を調査した結果，

その吸収量は無視できると報告しており，ここでは皮膚接触による曝露は考慮に入れなか

った。 

 

4.1 経気道曝露量の推定 

経気道曝露については，大気中鉛濃度および土壌からの飛散を考慮にいれて曝露量を推

定した。大気中鉛濃度は国設大気測定網において測定された浮遊粒子状物質としての鉛濃

度を用いた。また，土壌からの飛散については，環境省で昭和 60 年度および平成 11 年度

（1999 年度）に行った重金属の含有量調査で測定された土壌中鉛濃度のデータを用い飛散

した粒子による曝露量を推定した。 

土壌飛散粒子からの曝露量の推定はオランダで開発された CSOIL モデル（Rikken ら，

2001；Otte ら，2001）を用いた。このモデルでは土壌中の鉛濃度を Cs[mg/kg]とすると以

下の式で飛散粒子による 1 日あたりの曝露量(IP [mg/kg⋅day])が算出される。 

 

IP=TSP⋅frs⋅AV⋅T ⋅Cs⋅fr⋅fa/W  (1) 

 

ここに，TSP[mg/m3]は大気中の浮遊粒子濃度，frs[-]は浮遊粒子中で土壌粒子が占める割合，

AV[m3/day]は 1 日あたりの呼吸量，T[h]は曝露時間，fr[-]は肺における保持係数および fa[-]

は吸収率である。1 日あたりの呼吸量 AV には，Travis（1987）による体重との相関式を用

いた。 

 

 AV=AVx*(W/Wx)3/4   (2) 

 

ここに，AVw[m3/day]はある体重 Wx[kg]における 1 日あたりの呼吸量である。わが国では

大人 50kg の呼吸量 AVw を 15m3/day としていることが多いため（環境庁，1999），その値

を用いて土壌吸入による曝露量を算出した。なお，子供 15kg の場合 6m3/day と算出され

る。大気中の鉛濃度を Ca[mg/m3]とすると 1 日当たりの曝露量 IA[mg/kg⋅day]は次式で表

される。 

 

 IA=Ca⋅AV⋅T⋅fr⋅fa/W   (3) 
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式(1)と(3)を足し合わせることにより，経気道による 1 日当たりの全曝露量 IIh[mg/kg⋅day]

が算出される。 

 

 IIh=(Ca+TSP⋅frs⋅Cs)⋅frs⋅fr⋅fa⋅AV/W  (4) 

 

大気中の鉛濃度は 1996 年度における東京，川崎，名古屋および大阪の 4 地点における平均

鉛濃度 77.3 ng/m3(7.73×10-5 mg/m3)を使用し，土壌中鉛濃度 Cs は平成 11 年度に環境省が

行った測定結果の幾何平均値 13.2mg/kg を計算に用いた。表 4-1 に推定に用いた各パラメ

ータ値を示す。 

式(4)より経気道による 1 日当たりの全曝露量 IIh は大人(IIha)で 2.3×10-2µg/kg⋅day，子

供（IIhc）で 2.9×10-2µg/kg⋅day と算出された。また，1980 年度および 1985 年度における

調査についても同様に計算を行った。なお，1980 年度の大気中鉛濃度の平均値として

150ng/m3(1.50×10-4mg/m3)， 1985 年度の大気中鉛濃度の平均値として 105ng/m3 

(1.05×10-4mg/m3)，1985 年度の土壌濃度の幾何平均値として 43.2mg/kg，1980 年度の土壌

中濃度はデータがなかったため 1985 年度の幾何平均値を計算に用いた。表 4-2 に 1980 年

度，1985 年度，1999 年度における経気道による 1 日当たりの鉛の曝露量を示す。1980 年

度と比較すると 1985 年度では経気道による鉛の曝露量は約 3 分の 2，1999 年度では約半

分にまで 1 日当たりの曝露量は減少していることがわかる。また，この結果より土壌から

の飛散については平均的な土壌濃度の範囲では無視でき，経気道による鉛の曝露量はほぼ

大気中鉛濃度で決定されるといえる。 
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表 4-1 土壌飛散による吸入曝露量推定に用いたパラメータ値 

記号 単位 備考 デフォルト値 説明 

室内 TSPi 7.00E-02 
TSP mg/m3 

室外 TSPo 5.25E-03 
大気中浮遊粒子濃度 

室内 frsi 0.5 
frs - 

室外 frso 0.8 
大気中浮遊粒子中における土壌粒子の割合 

大人 AVa 15 
AV m3/day 

子供 AVc 6 
呼吸量 

fr -   0.75 肺における保持係数 

fa -   1.0 吸収率 

大人 Wa 50 
W kg 

子供 Wc 15 
体重（CSOIL デフォルト値は大人 70 子供 15）

 

曝露時間 T について 

平日 週末 
  

曝露地点 
日数 時間 日数 時間 

1 日当たり 
平均曝露時間[h] 

記号 

室内 5 24 2 20 22.86 Tia 
大人 

室外 5 0 2 4 1.14 Tic 

室内 5 22 2 19 21.14 Toa 
子供 

室外 5 0 2 5 2.86 Toc 
 

表 4-2 経気道による鉛の曝露量 [µg/kg/day] 

1980 年度 1985 年度 1999 年度  

大人 子供 大人 子供 大人 子供 

大気吸入による 

曝露量（IA） 
4.5×10-2 5.7×10-2 3.2×10-2 4.0×10-2 2.3×10-2 2.9×10-2 

土壌飛散による 

曝露量（IP） 
5.4×10-4 6.8×10-4 5.4×10-4 6.8×10-4 1.7×10-4 2.1×10-4 

全経気道による 

曝露量（IIh） 
4.6×10-2 5.8×10-2 3.2×10-2 4.1×10-2 2.3×10-2 2.9×10-2 
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4.2 経口による曝露量の推定 

 ヒトの経口による鉛の曝露量は 2 つの経路により推定した。ひとつは食品や飲料水中に

含まれる鉛を食事として摂取する場合，もう一つは土壌中の直接摂取により曝露される場

合である。 

 

4.2.1 日本人のトータルダイエットによる鉛曝露量 

日本人の食事による 1 日鉛摂取量は減少傾向にある。図 4-1 に 1977－1997 年までの 19

年間における 1 日鉛摂取量の平均値を示す。ここ数年はほぼ横ばいとなっているが全体的

には減少傾向になっている。1997 年では 37µg となっており，日本人の体重を 50kg とする

と，JECFA による PTWI 値 25µg/kg 体重・週から換算される 1 日鉛摂取量 179µg の約 20％

を占めている。 

豊田ら（1998）は 1986－1997 年までの 14 食品群別摂取量についてまとめており，1993

－1997 年までの 5 年間の 1 日平均摂取量は 36.8µg であり，その内訳では米類が 33.0%,雑

穀・芋類 13.6%，魚介類 11.5%，野菜・海草類が 10.2%としている。日本人の主食である

米からの摂取量が多くなっている。 

犬山ら(1995)はマーケットバスケット法により 14 食品群について 1 日鉛摂取量を測定し

ている。この報告では購入した 85 分類，102 種目の食品について分別，調理しそれぞれ群

ごとに均一に混合して分析を行っている。表 4-5 に平成 7 年度における調査結果を示す。

各群における食品中鉛濃度の範囲は ND-0.08 ppm となっている。日本人の主食である米類

ではその濃度が 0.01ppm であった。一方，1 日鉛摂取量は nd-8.9µg であり，全体では 32.9µg

と算出された。その内訳は米類が 27.1%ともっとも高く，ついで嗜好品，魚介類が 16.7%，

野菜・海草類が 15.8%となっている。 

保元ら(1993)は，調査対象各個人の 1 日に摂取したものと全く同じ食事の複製（陰膳）を

用意した陰膳方式食物収集により岩手県，宮城県，三重県，山口県，沖縄県の男女計 274

人でトータルダイエットによる鉛摂取量を測定している。図 4-2 は男性および女性の鉛摂取

量の度数分布を示したものである。分布は男性および女性とも対数正規分布を示し，その

幾何平均値（幾何標準偏差値）は男性で 12.1µg/day(1.93)，女性で 10.8µg/day(2.25)となっ

ていた。また，各食品群別に 1 日鉛摂取量との関係について検討したところ，豆類，魚介

類，乳類およびきのこ類との間に優位な正の相関が認められている。また，1980 年におけ

る調査では男性の幾何平均値（幾何標準偏差値）は29.9µg/day(2.05)女性は25.0µg/day(1.70)

となっている。男女とも 1980 年における調査時よりも全体として 50%以上の減少率があり，

1 日あたりの鉛摂取量は低下しているといえる。豊田らによる 1 日当たりの摂取量の平均値

と比較すると値が約 3 分の 1 となっているが，さまざまな地域において年齢や男女間など

幅広い層からサンプリングしており，一般的な大人の 1 日あたりの鉛摂取量を把握できて
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いるものと考えられる。したがって，大人の食事による 1 日当たりの曝露量 DIfa[µg/kg⋅day]

のデフォルト値として，女性における幾何平均値 10.8µg/day を設定し， 

 

DIfa=10.8⋅fa/W=10.8/50=0.22 [µg/kg⋅day]  (5) 

 

とした。 

一方，曝露の影響が大きいと考えられる子供については，詳細なデータがないため食事

による 1 日当たりの摂食量は不明である。しかし，労働福祉事業団のホームページによる

と 1 日当たり必要なカロリーは大人で約 2500kcal，子供で約 1500kcal とされている。し

たがって，単純にはこのような計算にはならないが概算として大人の食事による鉛摂取量

の約 60%程度を子供が食事により摂取していると見積られる。したがって，子供の 1 日当

たりの摂取量 DIfc は 

 

DIfc=10.8⋅0.6⋅fa/W=10.8⋅0.6/15=0.43 [µg/kg⋅day] (6) 

 

と算出される。 

 日本人の 1 日当たりの食事からの摂取量は対数正規分布と仮定することができるので，

幾何平均値および幾何標準偏差値から 50％値，75%値，90％値および 95％値を算出した（表

4-3） 
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 図 4-1 食事による 1 日当たりの鉛摂取量 

 

表 4-3 日本人の 1 日当たりの食事からの摂取量の 50％，90％，95％値 

 50％値 75%値 90％値 95％値 

大人 0.21 0.37 0.61 0.82 
子供 0.43 0.75 1.2 1.6 

 

0

20

40

60

80

100

120

1
9
7
7
-
1
9
7
8

1
9
7
9

1
9
8
0

1
9
8
1

1
9
8
2

1
9
8
3

1
9
8
4

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

年

1
日

鉛
摂

取
量

 μ
g/

da
y



 4－7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 食事による 1 日鉛摂取量の分布 
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4.2.2 土壌の直接摂食による曝露量の推定 

 土壌からの直接摂食による曝露量を推定する上で最も重要な要素となるのは，1 日当たり

の土壌摂食量である。1 日当たりの土壌摂食量は子供および大人で異なっている。1 才から

6 才までの子供の土壌の摂食量についてはいくつかの報告(Binder ら，1986；Clausing ら，

1987；Calabrese ら，1989；van Wijnen ら，1990；Davis ら，1990；Stanek ら，1995a,b)

があり，その摂食量の推定はトレーサーとして糞便中に含まれる土壌由来の物質，例えば

Al，Si や Yt などを使用している。さらに全てのトレーサーのうち最も少ないものを使用す

る Limited tracer method(LTM)を採用した研究(Binder ら，1986；Clausing ら，1987；

van Wijnen ら，1990)も多くある。表 4-4 にこれまで報告されている子供の土壌 1 日当た

りの摂食量を示す。文献により大きくばらつきがあるが，全体でみると平均値は 122mg，

90％値はおよそ 190mg，95％値は 240mg および幾何平均値は 105mg 程度となっている。

一方，大人の 1 日当たりの土壌摂食量について検討した報告を表 4-5 に示す。どちらの報

告においても調査した検体数が少ないため，90％値や 95％値が子供の場合よりも大きな値

となっている。平均値をみると Calabrese ら（1990）が報告した値ではおよそ 40mg，Stanek

ら（1997）の報告では 6mg となっているが 4 週目の値が極端に小さいためこの値を排除し

て計算すると 53mg と計算される。したがって，少なくとも子供の平均値と比較すると大

人の 1 日当たりの土壌摂食量は子供の平均値と比較すると半分程度であるといえる。 

 表 4-6 は各国における曝露量推定の計算に用いる 1 日当たりの土壌摂食量の値を示した

ものである。CLEA(イギリス)におけるデフォルト値は，子供 80mg，大人 60mg，CalTOX

（アメリカ）では子供 100mg,大人 50mg，UMS(ドイツ)では大人 16mg，子供は 1－3 才が

123mg，4－8 才が 74mg および CSOIL（オランダ）では子供 150mg，大人 50mg と設定

している。わが国においては環境庁中央環境審議会ダイオキシン類に関する検討会（1999）

で子供 200mg，大人 100mg をデフォルト値として設定している。子供におけるこの値は，

表 4-4 における 90-95%値に相当しており諸外国と比較しても明らかに大きい値となってい

る。また，大人に関しても諸外国の子供と同程度の値が設定されており，過去の文献と比

較しても 2 倍程度大きい値となっており現況における土壌からの曝露量を明らかに多く見

積る可能性がある。そこで，土壌 1 日当たりの直接摂食量のデフォルト値として表 4-3 に

おける全文献の幾何平均値より 110mg/day を子供のデフォルト値とし，個人差や地域間な

どによる不確実性を考慮して土壌の 1 日当たりの摂食量を対数正規分布と仮定し，van 

Wijnenら(1990)の daycare1+2の幾何平均値 110mg/day，幾何標準偏差値 1.6を使用した。

また，大人については，表 4-5 における 2 つの文献値と表 4-4 における子供による摂食量を

比較すると大人の摂食量は子供の半分程度であったため，デフォルト値として 55mg/day

とし，不確実性を考慮する場合においては，幾何平均値 55mg/day，幾何標準偏差値 1.6 の

対数正規分布を設定した。表 4-7 に今回土壌の直接摂食による曝露量を推定するのに用いた
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パラメータ値を示す。 

 土壌の直接摂食による 1 日当たりの曝露量を DIs[mg/kg⋅day]とすると 

 

 DIs=AID⋅Cs⋅fa/W (4) 

 

と表される。ここに，AID は 1 日当たりの土壌摂食量[mg/day]で表 4-5 に示したものであ

る。fa[-]は吸収率および W[kg]は体重であり，これらの値は表 4-1 に示している。また，

Cs[mg/kg]は土壌中の鉛濃度であり，1999 年度における幾何平均値である 13.2mg/kg を使

用した。表 4-8 に土壌の直接摂食による曝露量について計算した結果を示す。一般的な環境

における日本人の土壌摂食による鉛曝露量は，大人で 1.5×10-2µg/kg⋅day, 子供で

9.7×10-2µg/kg⋅day と算出された。一方，1985 年度調査時における土壌中鉛濃度の幾何平均

値 45.0mg/kg として計算した場合では，5.0×10-2µg/kg⋅day,33×10-2µg/kg⋅day となっており，

ここ 10 年間の間に土壌の直接摂食による曝露量は減少傾向にあるといえる。1999 年度に

おける値は大気からの経気道による曝露量とほぼ同程度である。しかし，日本全国の一般

環境における土壌中鉛濃度の分布は数 mg/kg から数百 mg/kg と幅広くなっている。 

そこで，日本全国の一般環境における土壌中鉛濃度の分布を考慮して土壌摂食からの曝

露量を推定した。表 4-9 は，鉛濃度の分布を幾何平均値 13.2mg/kg, 幾何標準偏差値 2.2

の対数正規分布としてモンテカルロシミュレーションにより 10000 回試行した場合におけ

る土壌摂食からの曝露量の 50％値，90％値および 95％値を示したものである。表より大人

については，土壌中鉛濃度の分布を考慮してもそれほど曝露量はそれほど増加していない

ものの，子供については 90％値および 95％値はそれぞれ 0.26，0.35µg/kg⋅day となり，食

事による摂取量と同程度の鉛を土壌からの直接摂食により摂取していることとなる。 

また，同様に 1 日当たりの土壌摂食量の不確実性を考慮した場合の結果を図 4-3 および

表 4-10 に示す。表および図より大人については，土壌中鉛濃度の分布および 1 日当たりの

土壌摂食量の分布を考慮してもそれほど曝露量はそれほど増加していないものの，子供に

ついては 90％値および 95％値はそれぞれ 0.31，0.43µg/kg⋅day となり，食事による摂取量

と同程度の鉛を土壌からの直接摂食により摂取していることとなる。 
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4.2.3 飲料水（水道水）からの曝露量の推定 
 飲料水からの曝露量 DIw[mg/kg⋅day]の推定は，次式により推算した。 
 

DIw=Qdw⋅Cdw⋅fa/W (5) 
 

ここにQdw[L/day]は1日当たりの飲料水量で，大人1日当たりの飲料水量Qdwを2L/day，
子供のそれを 1L/day とした。また，Cdw[mg/L]は飲料水中の鉛濃度で厚生省，大阪市およ

び茅ヶ崎市で調査された流水中の鉛濃度の幾何平均値 0.005mg/L をデフォルト値として使

用した。 
 式(5)により計算された飲料水からの曝露量は，大人で 0.20µg/kg⋅day および子供で

0.33µg/kg⋅day と推算され，食事による曝露量と同じ程度となっている。 
 また，飲料水の分布は幾何平均値 0.005mg/L および幾何標準偏差 2.0 の対数正規分布と

仮定できたので，モンテカルロシミュレーションにより 10000 回試行を行いこの濃度分布

による飲料水からの曝露量を算出した。表 4-11 に飲料水の濃度分布を考慮した場合におけ

る曝露量の 50％値，90％値および 95％値を示す。 
 
表 4-11 飲料水の濃度分布を考慮した場合における曝露量の 50％値，90％値および 95％値

[µg/kg⋅day] 
 50％値 90％値 95％値 
大人 0.20 0.48 0.62 
子供 0.33 0.81 1.0 

 
4.3 一般環境におけるヒトの曝露量 
 経気道および経口による一般環境における曝露量を表 4-12 に示す。表よりヒトへの曝露

経路は大部分が経口(大人 95.0%，子供 96.7%)であるといえる。各経路別にみると最も多い

のが食品で(大人 48.0%，子供 48.5%)ついで飲料水(大人 43.7%，子供 37.2%)，土壌摂食(大
人 3.3%，子供 10.9%)となっている。また，子供の全曝露量は大人の全曝露量の約 2 倍であ

り，土壌摂食の割合が大人の場合よりも高く土壌摂食の影響を受けやすいといえる。1990
－1999 年度と 1980－1985 年度とを比較すると大人・子供ともに全曝露量は約 1/2 まで減

少している。 
図 4-3 に土壌濃度，食品からの鉛摂取量，土壌の直接摂食量および飲料水濃度の分布を考

慮し，モンテカルロシミュレーションで 10000 回試行した場合における日本人の鉛曝露量

の分布，また表 4-13 に各種統計値を示す。図表より子供の鉛曝露量は，大人の鉛曝露量と

比較して 2 倍近く高くなっている。また，大人および子供の曝露量は 95％値においても

JECFAが定めた 1日当たりの許容摂取量（TDI値）3.5µg/kg⋅dayを超えなかったことから，

一般環境において日常生活レベルによる曝露量はそれほど大きくないといえる。しかし，
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曝露量とその生体影響との関係や，生態系への影響などについてこれから吟味する必要が

ある。 
 

表 4-12 一般環境におけるヒトの平均曝露量 [µg/kg/day] 
1980-1985 年度 1990－1999 年度  

大人 子供 大人 子供 
大気吸入（IA） 0.045(5.7%) 0.057(3.3%) 0.023(5.0%) 0.029(3.3%) 
土壌粒子吸入 
（IP） 

5.4×10-4(0.1%) 6.8×10-4(0.0%) 1.7×10-4(0.0%) 2.1×10-4(0.0%) 

全経気道 
（IIh） 

0.046(5.8%) 0.058(3.3%) 0.023(5.0%) 0.029(3.3%) 

食品（DIf） 0.50(62.9%) 1.0(58.2%) 0.22(48.0%) 0.43(48.5%) 
土壌直接摂食 
(DIs) 
 

0.050(6.3%) 0.33(19.2%) 0.015(3.3%) 0.097(10.9%) 

飲料水（DIw） 0.20(25.1%) 0.33(19.2%) 0.20(43.7%) 0.33(37.2%) 
全経口（DI） 0.75(94.2%) 1.7(96.7%) 0.44(95.0%) 0.86(96.7%) 
全曝露量 0.80 1.7 0.44 0.89 

 
 

表 4-13 日本人の鉛曝露量 [µg/kg⋅day] 
50%値 75％値 90％値 95％値  

大人 子供 大人 子供 大人 子供 大人 子供 
全曝露量 0.42 0.79 0.58 1.1 0.80 1.5 0.96 1.8 
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第 5 章 日本人の鉛リスク評価 

 

5.1 鉛の毒性 

 鉛による急性中毒は，鉛の短時間大量曝露によって起きるが，非常にまれである。初期

症状は口渇，金属味がみられ，その後悪心，腹痛，嘔吐が続く。感覚異常症，疼痛そして

筋力低下等の神経症状もあげられる。急性溶血のため貧血やヘモグロビン尿が認められる。  

 慢性中毒では典型的症状は鉛蒼白，貧血，鉛縁，鉛疝痛，伸筋麻痺，コプロポルフィリ

ン尿があげられていたが，最近わが国ではこのような症例はほとんどみられない。胃腸管

症状は鉛が胃腸管の平滑筋に作用して食欲不振，腹部不快感，便秘，腹痛などが起こる。

末梢神経症状は神経筋症状，手首の伸筋麻痺による下垂手（鉛麻痺）や末梢神経伝導速度

の軽度遅延などがある。鉛による血液学的影響は，溶血性貧血とヘム合成系への障害に大

別される。溶血性貧血は主に鉛のトランスフェリン結合鉄および非結合鉄の網状赤血球へ

の取り込み障害，Pyrimidine 5'-nucleotidase 活性障害，K イオンチャンネルの活性低下お

よび赤血球細胞膜のナトリウムポンプ阻害によってもたらされたものと考えられる。ヘム

合成の障害は主に鉛のδ-アミノレブリン酸脱水酵素（δ-ALAD）に対する阻害によるもの

と考えられ，その結果は，尿中のδ-ALA，コプロポルフィリン排泄が増加し、血中δ-ALAD

活性が低下する。これらのパラメータと血中鉛が鉛曝露指標として用いられており，その

用量-反応関係について多くの報告がなされている（表 5-1（ATSDR,1999））。本表に示すよ

うに血中鉛濃度のレベルに対して血液系や神経系などにさまざまな生体影響が現れている。

しかし，同じ血中鉛濃度の場合でもその生体影響については報告により異なっている場合

も多くあり，これは血中鉛濃度の分析方法の差異や交絡因子や個人差があるためと考えら

れる。したがって，血中鉛とその生体影響との容量-反応関係については一応の目安にすぎ

ず，鉛による健康影響を評価するためにはさらなる研究が望まれる。 

 

5.2 各国のリスク評価 

WHO クライテリアヒトの健康リスクの評価 （WHO,1995） 

WHO クライテリアにおけるヒトの健康リスク評価の部分で，鉛のヒトへのリスクについ

て以下のような記述がなされている。 

現存する疫学研究は，閾値の明確な証拠を示していない。血中鉛濃度の濃度が 10～15μ

g/dl 以下の範囲では，交絡因子の影響，分析と精神測定学上の精度の限界は，影響のすべて

の予測に付随する不確実性を増加する。しかし，この範囲以下での関連性について，ある

程度の証拠が存在する。動物実験では，鉛と神経系機能との間の因果関係が確認されてお

り， 11～15μg/dl の血中鉛濃度濃度において認識作用の欠損が報告されており，それは鉛

曝露の中止後も持続を示した。ヒトにおける末梢神経の伝達速度の低下は，血中鉛濃度濃
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度 30μg/dl の低いレベルで起こる。さらに，感覚運動機能は約 40μg/dl で障害され，自律

神経系機能(心電図の R-R 感覚の変動性)は，約 35μg/dl の血中鉛濃度平均濃度において影

響される。作業者における鉛による腎疾患のリスクは，60μg/dl の血中鉛濃度濃度以上に

おいて増加する。しかし，腎機能のより鋭敏な指標を用いた最近の研究では，さらに低濃

度の鉛曝露における腎臓への影響を示唆している。鉛曝露は，軽度の血圧上昇に関連性を

有している。その関連性の程度は，血中鉛濃度濃度が 2 倍に増加した場合には(例えば，16.6

から 33.3μg/dl への増加)，心臓収縮期血圧において平均 1mmHg 上昇する。心臓弛緩期で

の関連性は類似しているが，その程度はより低い。しかし，これらの統計学的関連性が，

本当に鉛曝露の影響なのか，あるいは攪乱要因による人為的結果(artifact)なのかについて

は疑問がある。一部の疫学研究(すべてではない)では，血中鉛濃度 0.72μモル/l(15μg/dl)

以上において，早産および胎児の成育と成熟の一部の指標に用量依存性の関連性が示され

た。また，ヒトにおける鉛および無機鉛化合物の発がん性の証拠は不十分である。  

多種類の酵素系および生化学的パラメータに対する鉛の影響が立証されている。臨床的

な意義を有するこれらのパラメータに対し，現在の技術で立証できる血中鉛濃度濃度は，

すべて 20μg/dl 以上である。酵素についての一部の影響は，より低い血中鉛濃度濃度で立

証可能であるが，その臨床的意義は不明確である。 

 

U.S. ＥＰＡ土壌，ほこり，塗料に含まれる鉛のリスク（U.S.EPA,1998；2000） 

U.S.EPA による土壌・ほこり・塗料に含まれる鉛のリスク評価では，特に鉛の感受性が

高い 1-2 歳の幼児についてリスク評価を行っている。その理由としては， 

(a)1－2歳では手を口に入れることが多く，ほこりや土壌，塗料からの鉛を摂取しやすい。

(b)脳神経系の発達が急速であるため，鉛の影響を受けやすい。 

(c)脳における前頭皮質のシナプス密度が最も高い期間であるため，鉛の曝露によりシナ

プスの発達が遅れたり抑制されたりする可能性がある。 

(d)血中鉛濃度が 1µg/dl 増加すると IQ が 0.25 ポイント落ちる傾向がある。 

 

このリスク評価では以下に示すようにエンドポイントを何種類か設定している。 

(a) 血中鉛濃度 10µg/dl 以上 知能，聴力低下，ビタミン D 代謝への影響の敷居値（CDC） 

(b) 血中鉛濃度 20µg/dl 以上 血圧上昇，反応の低下，貧血，腎疾患（CDC） 

(c)  鉛の曝露により IQ スコアが 70 ポイントより小さい 

(d) 鉛の曝露により IQ スコアが 1 ポイント以上低下する可能性 

(e) 鉛の曝露により IQ スコアが 2 ポイント以上低下する可能性 

(f) 鉛の曝露により IQ スコアが 3 ポイント以上低下する可能性 

結果を表 5-2 に示す。 
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表 5-2 U.S.EPA による土壌・ほこり・塗料に含まれる鉛のリスク評価 
エンドポイント 全体に占める割合％ 
血中鉛濃度 20µg/dl 以上 0.588% 
血中鉛濃度 10µg/dl 以上 5.75% 
鉛曝露により IQ70 より小さい 0.115% 
鉛曝露により IQ１ポイント低下 38.5% 
鉛曝露により IQ１ポイント低下 10.8% 
鉛曝露により IQ１ポイント低下 3.70% 

 
U.S.EPA IRIS データベース 
 RfD, RfC 値の設定なし。 
 
 
5.3 本リスク評価におけるエンドポイント 
 前述したように血中鉛濃度と生体影響については比較的よい用量-反応関係が得られるも

のの，交絡因子や個人差など不確実性が大きくどの血中鉛濃度をエンドポイントに設定す

るかによって，そのリスク値が異なってくる。また，鉛の場合ヒトに対する発ガン性の証

拠に乏しいため発ガンリスクを算出することができない。したがって，現段階で正確なエ

ンドポイント値を設定することは極めて困難である。 

 本リスク評価では表 5-1 の血中鉛濃度と生体影響との用量-反応関係や 5.2 節で述べた各

国のリスク評価におけるエンドポイントに基づいて暫定的なエンドポイントを設定した。

エンドポイントとしては赤血球デルタアミノレブリン酸脱水酵素（ALAD）活性や赤血球ピ

リミジン 5’-ヌクレオチダーゼ（P5N）活性の阻害が認められる血中鉛濃度 10µg/dl とした。

これら酵素についての影響は，臨床的意義が不明確とされているが生体系に何らかの影響

を及ぼしていると考えられ，今後の鉛の曝露によるリスクを増加させないためにも一つの

指標とされている（CDC,1991）。また，慢性的な鉛中毒患者に特徴的な末梢神経障害とし

て血中鉛濃度 50µg/dl 付近から起こり得るといわれている末梢神経伝達伝導速度の低下を

要注意レベルのエンドポイントに設定した。 
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5.4 PBPK モデル（IEUBK モデル）による日本人の血中鉛濃度およびリスクの推定 

5.4.1 IEUBK モデルの概要(U.S.EPA, 1994a;1994b) 

曝露量から血液中や各臓器および排泄物中の化学物質の濃度を推定するモデルとして

Physiologically Based Pharmacokinetic Model（PBPK モデル）がある。鉛についてはい

くつかの PBPK モデルがあり，それらは主に血中鉛濃度を推定するために用いられている。

そのうち IEUBK モデル（U.S.EPA, 1994）は，鉛曝露に対する感受性の高い 7 歳までの期

間について血中鉛濃度を推定できるモデルであり，PC 上で容易に操作可能なグラフィカル

ユーザーインターフェイスを兼ね備えている。 

図5-1に IEUBKモデルの概要図を示す。本図に示すようにこのモデルの曝露媒体は大気，

ほこり，土壌，塗料，食事および飲料水であり，大気中の鉛は呼吸により肺へ，その他の

媒体については摂食により直接消化器官へ移行する。肺や消化器系へ移行した鉛はその後，

吸収され血漿や体液により中骨，皮質骨，赤血球，腎臓，肝臓あるいはその他の脱落軟組

織に輸送され，それらの組織との平衡関係により組織中の濃度が決定される。また，血漿

や体液中の鉛の一部については，尿として排出される。鉛の排出は汗や皮膚，髪などの脱

落軟組織からも排出される。さらに，消化器系から直接糞便として排出される。 

 

図 5-1 IEUBK モデルの概要図 
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5.4.2 IEUBK モデルによる血中鉛濃度の推定 

 前述したように IEUBK モデルでは，大気，土壌，食事，飲料水などを曝露媒体としてお

り，それらの媒体からの曝露量により血中鉛濃度が推定される。このモデルでは１年毎に

土壌摂食量や食事摂取量などを変化させ血中鉛濃度を推定しているが，本リスク評価では

0-6 歳までの平均的な子供の血中鉛濃度を算出した。また，ほこりや塗料からの曝露は考慮

に入れなかった。 

 使用したパラメータは吸収率など基本的には IEUBK モデルのデフォルト値としたが，前

述したように 0-6 歳までの平均的な血中鉛濃度を推定するために，土壌の摂食量や食事の摂

取量は一定とした。また，値については第 4 章において求められた曝露量の値を用いた。 

 図 5-2 は日本人子供の血中鉛濃度の推定値分布を示したものである。本図に示すように，

0-6歳までの子供の血中鉛濃度の幾何平均値は 3.3µg/dl,幾何標準偏差 1.6と推定され対数正

規分布で表すことができた。また，表 5-4 に示すように 1980-1985 年までの血中鉛濃度と

比較すると幾何平均値で 43％していた。また，現在における 95%値についても 7.1µg/dl と

推定されほとんどの子供の血中鉛濃度は，10µg/dl より小さいといえる。表 5-5 に各血中鉛

濃度におけるリスクを示すが，10µg/dl を超える割合は 1980-1985 年において 10-1 である

のに対して 1990-1999 年では 8.6×10-3，50µg/dl を超える割合は 1980-1985 年において

3.1×10-7 であるのに対して 1990-1999 年では 2.2×10-9 と推定され，明らかに鉛曝露に対す

るリスクは減少傾向にあるといえる。 
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 図 5-2 日本人子供の血中鉛濃度の分布 

 

表 5-4 日本人子供の血中鉛濃度の推算値 [µg/dL] 

 50%値 75％値 90％値 95％値 

血中鉛濃度（1990-1999） 3.3 6.0 7.1 7.1 

血中鉛濃度（1980-1985） 5.7 7.7 10.1 11.8 

 

表 5-5 日本人子供の鉛曝露のリスク 

リスク 血中鉛濃度

[µg/dl] 1990-1999年 1980-1985年

10 8.6×10-3 1.0E×10-1 

20 5.0 ×10-5 2.0 ×10-3 

30 9.6×10-7 7.0×10-5 

40 3.6×10-8 3.9×10-6 

50 2.2×10-9 3.1×10-7 

 

IEUBKモデルによる日本人の血中鉛濃度の推定値（子供）
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第 6章 リスク削減代替案に関するリスク評価 

 第 4章で鉛のヒトへの曝露経路について論じたが，主たる曝露経路は食品となっている。

したがって食品中の鉛を軽減できれば鉛のリスクが削減される。しかし，ほとんど全ての

食品に鉛は含まれており，それら個々に対して鉛の削減対策をとることは極めて困難であ

ると考えられる。そこで本章では食品についで主要な経路となっている飲料水（水道水）

の鉛を削減する対策とその効果について論じる。 

 

6.1 鉛給水管の取り替え 

 わが国ではいまだに鉛給水管が使用されているケースが多く，平成 3 年度に(社）日本水

道協会が行った調査（(社）日本水道協会，1992）では，鉛給水管残存延長：41,340 km，

鉛給水管使用世帯数：1,222 万世帯，1 世帯辺り平均延長：3.4m であった。また，（財）水

道技術研究センターが平成 11 年度に行った調査（(財）水道技術研究センター，2000）で

は鉛給水管残存延長：27,467 km，鉛給水管使用世帯数：852 万世帯，1 世帯辺り平均延長：

2.7m と以前の調査と比較すると減少しているもの，多くの鉛給水管が使用されている。 

 取り替える給水管の種類としてはポリエチレン管，硬質塩ビ管，耐衝撃性硬質塩ビ管，

内外面硬質塩ビライニング鋼管，内外面ポリ粉体ライニング鋼管などが挙げられるが,平成

11 年度の調査によるとポリエチレン管および耐衝撃性硬質塩ビ管が全体の約 65%を占めて

おり，主流となっている。これらの給水管に換える費用として，1m あたり 48,000 円の費

用がかかると見積もられており，もし，現存する鉛給水管を全て取り替える場合の費用は

約 1 兆 3 千億円となっている。 

 そこで，現存する鉛給水管を取り替えた場合，日本人の子供の血中濃度がどの程度減少

するか見積もることにした。しかし，鉛給水管を取り替えた場合においても，共給水に鉛

が含まれていれば除去効果がないため，水道水中の鉛濃度が 0 となることはない。したが

って，鉛給水管を取り替えた場合の水道水濃度は 1999 年における浄水中の平均鉛濃度 (水

道統計，2001)を用いて計算した。1999 年における浄水中の平均鉛濃度は 99.1％が

0.005mg/l 以下となっている。そこで，鉛給水管を取り替えた場合における水道水中の鉛濃

度を 0.0025mg/l と仮定した。その他の曝露経路については第４章で用いたデータを用いて

計算した。表 6-1 に鉛給水管取替え前後における日本人の鉛平均曝露量の計算結果を示す。

水道水中の鉛濃度が半減するため，飲料水による曝露量が半減しているが，全曝露量とし

ては，大人 23%，子供 18%の減少に過ぎない。表 6-2 に第 5 章で述べた IEUBK モデルを

用いて子供の血中鉛濃度を推定した結果を示す。日本にある鉛給水管を全て取り替えた場

合において，子供の血中鉛濃度の幾何平均値は 0.9µg/dl 減少した。また，血中鉛濃度が

10µg/dl 以上となる子供の割合も大幅に減少する。前述したようにわが国における鉛給水管

を全て取り替えた場合における総費用は約 1 兆 3 千億円である。すなわち，血中鉛濃度の
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幾何平均値を 0.9µg/dl 低下させるためのコストは 1 兆 3 千億円と見積もられる。 

 

表 6-1 鉛給水管取替え前後における平均曝露量 

取り替え前 取り替え後  

大人 子供 大人 子供 

大気吸入（IA） 0.023 0.029 0.023 0.029 

土壌粒子吸入 

（IP） 
1.7×10-4 2.1×10-4 1.7×10-4 2.1×10-4 

全経気道 

（IIh） 
0.023 0.029 0.023 0.029 

食品（DIf） 0.22 0.43 0.22 0.43 

土壌直接摂食 

(DIs) 

 

0.015 0.097 0.015 0.097 

飲料水（DIw） 0.20 0.33 0.10 0.17 

全経口（DI） 0.44 0.86 0.34 0.70 

全曝露量 0.44 0.89 0.34 0.73 

 

 

 

表 6-2 鉛給水管取替え前後における子供の血中鉛濃度 

 
50%値 75％値 90％値 95％値 

血中鉛濃度 

10µg/dl 以上 

鉛給水管取替え前 3.3 4.5 6.0 7.1 0.86％ 

鉛給水管取替え後 2.4 3.2 4.1 4.7 0.025％ 
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図 6-1 に鉛給水管取替え率と血中鉛濃度の幾何平均値との関係を示す。本図よりそれらの

関係は直線で近似できるといえる。すなわち 1%の鉛給水管を取り替えるごとに血中鉛濃度

の幾何平均値が 0.009µg/dl 減少していく。ただし，現段階で日本人（子供）の血中鉛濃度

の幾何平均値は十分に 10µg/dl より低く，また全部取り替えた場合でも血中鉛濃度の幾何平

均値は 2.4µg/dl となっており，あまり効率的ではないといえる。 

 

 

 

 

図 6-2 に鉛給水管取替え率と血中鉛濃度 10µg/dl 以上の割合との関係を示す。本図の傾き

について見てみると，取替え率 10%程度まで，10%以上 80%程度まで，および 80%以上の

3 つに分けることができる。80%以上の場合では傾きが最も小さく処理効率が悪いことがわ

かる。また，10%付近でも一度定常になってしまうため，鉛給水管の取り替えを行う場合は

10%以上 80%程度の取替え率で行うことが効率的であるといえる。

y = -0.8836x + 3.3104

R2 = 0.9985
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図 6-1 水道管取替え率と血中鉛濃度の幾何平均値との関係 
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図 6-2 に鉛給水管取替え率と血中鉛濃度 10µg/dl 以上の割合との関係 
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6.2 鉛除去能力のある浄水器 

 近年，各メーカーから鉛除去能力のある浄水器が製造され市販されている。除去性能に

ついてはほとんどが JIS S3201 により定められている方法により 80%以上の除去能力が確

認されている。浄水処理方法は，活性炭，プレフィルター，中空糸膜，RO 膜，イオン交換

膜などの組み合わせにより処理している。また，価格については安いものは数万円，高い

ものは数十万円と幅広くなっているが，これは除去性能に差異があるわけではなく，設置

方法やその他の性能に依存している。浄水器を利用した場合の利点としては，鉛給水管の

場合と異なって，原水中に鉛が存在していても処理可能であるということである。一方，

コストでは鉛給水管では一度取り替えてしまえば一生利用可能であるのに対して，除去フ

ィルターの交換などのメンテナンスや電気代などの費用がかかってしまい，結果として鉛

給水管を取り替えるよりコスト高になってしまうと考えられる。 

 そこで，各家庭において鉛除去能力のある浄水器を利用した場合，日本人の子供の血中

濃度がどの程度減少するか見積もることにした。飲料水については浄水器による鉛の除去

率を 80%として，その他の曝露経路については第４章で用いたデータを用いて計算した。

表 6-3 に浄水器設置前後における日本人の鉛平均曝露量の計算結果を示す。水道水中の鉛濃

度が 80%減少するため，飲料水による曝露量が大人 32%，子供 31%の減少すると推算され

た。表 6-4 に第 5 章で述べた IEUBK モデルを用いて子供の血中鉛濃度を推定した結果を示

す。浄水器を設置した場合では，子供の血中鉛濃度の幾何平均値は 1.2µg/dl 減少した。ま

た，血中鉛濃度が 10µg/dl 以上となる子供の割合も大幅に減少するが，飲料水中の鉛濃度が

分布をもっているため，鉛給水管の場合ほどの減少とはならなかった。 

浄水器本体の価格を 35000 円，フィルター価格を 10000 円およびその交換回数を年 1 回

とすると 1 年で 45000 円の支出となる。鉛給水管を使用している世帯数は 852 万世帯とな

っているので 1 年目のコストは約 3800 億円と算出される。2 年目以降については年 1 回の

フィルターの交換だけとなるので 852 億円/年となるが，浄水器本体の寿命を仮に 10 年と

すると 11 年目に再び約 3 億 8 千万円の費用がかかる。図 6-3 に浄水器使用年数と総費用と

の関係を示すが，10 年程度までであれば鉛給水管の取り替えよりもコストが安くなってい

る。 
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表 6-3 浄水器設置前後における平均曝露量 

浄水器なし 浄水器設置  

大人 子供 大人 子供 

大気吸入（IA） 0.023 0.029 0.023 0.029 

土壌粒子吸入 

（IP） 
1.7×10-4 2.1×10-4 1.7×10-4 2.1×10-4 

全経気道 

（IIh） 
0.023 0.029 0.023 0.029 

食品（DIf） 0.22 0.43 0.22 0.43 

土壌直接摂食 

(DIs) 

 

0.015 0.097 0.015 0.097 

飲料水（DIw） 0.20 0.33 0.040 0.067 

全経口（DI） 0.44 0.86 0.28 0.59 

全曝露量 0.44 0.89 0.30 0.62 

 

表 6-4 浄水器設置前後における子供の血中鉛濃度 

 
50%値 75％値 90％値 95％値 

血中鉛濃度 

10µg/dl 以上 

浄水器なし 3.3 4.5 6.0 7.1 0.86％ 

浄水器設置 2.1 2.9 3.9 4.6 0.062％ 
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図 6-3 浄水器使用年数と総費用との関係 
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